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第一部【証券情報】
 

（１）【ファンドの名称】

ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）

ただし、愛称として「ゴールデン・ゲート」という名称を用いることがあります。

（以下「当ファンド」といいます。）

 

（２）【内国投資信託受益証券の形態等】

契約型の追加型証券投資信託受益権（以下「受益権」といいます。）です。

当初元本は１口当たり１円です。

格付は取得していません。

ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用を受

け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位

の口座管理機関（社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」

といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま

たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社であるプルデンシャ

ル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社（以下「委託会社」といいます。）は、やむを

得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権に

は無記名式や記名式の形態はありません。

 

（３）【発行（売出）価額の総額】

①当初自己設定：100万円を上限とします。

②申込期間：3,000億円を上限とします。

 

（４）【発行（売出）価格】

①当初自己設定：１口当たり１円とします。

②申込期間：取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。

なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資信

託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総

額」といいます。）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算し

た価額で表示されることがあります。

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

 

基準価額は、委託会社にお問合わせください。なお、委託会社の指定する第一種金融商品取引業者（委託会

社の指定する金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業を行う者をいいます。）およ

び銀行、保険会社等の登録金融機関（以下総称して「販売会社」といいます。）でも入手できます。また、

基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金Ｇ 50」として掲

載されます。
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（５）【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。

有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。

 

（６）【申込単位】

１円以上１円単位とします。

 

（７）【申込期間】

平成22年６月16日から平成23年３月30日まで

（申込期間は、上記期間終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）

 

（８）【申込取扱場所】

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行わ

ない場合があります。

販売会社については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

 

（９）【払込期日】

①当初自己設定

当初自己設定に係る発行価額の総額は、ファンドの関係法人によって、設定日（平成22年6月16日)に、委

託会社の指定する口座を経由して、受託銀行である株式会社りそな銀行（以下「受託銀行」といいま

す。）の指定するファンド口座に払い込まれます。

②申込期間

当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）を、販

売会社の定める日までに支払うものとします。各取得申込受付日に係る発行価額の総額は、追加信託が

行われる日に、販売会社より、委託会社の指定する口座を経由して受託銀行の指定するファンド口座に

払い込まれます。

 

（１０）【払込取扱場所】

申込みの取扱いを行った販売会社において払込みを取扱います。

販売会社については、前記「（４）発行（売出）価格」に記載の委託会社にお問合わせください。

 

（１１）【振替機関に関する事項】

振替機関は下記のとおりです。

株式会社証券保管振替機構

 

（１２）【その他】

該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
 

第１【ファンドの状況】
 

１【ファンドの性格】

（１）【ファンドの目的及び基本的性格】

①ファンドの目的

ＰＲＵ国内株式マザーファンド、ＰＲＵ国内債券マザーファンド、ＰＲＵ海外株式マザーファンドおよ

びＰＲＵ海外債券マザーファンド（以下総称して、または各々を「マザーファンド」といいます。）受

益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分散投資を行い、

リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

②信託金の限度額

委託会社は、受託銀行と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができます。また、

委託会社は、受託銀行と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。

③基本的性格

当ファンドは追加型投信／内外／資産複合に属します。

当ファンドが該当する商品分類および属性区分を網掛け表示しています。

 

商品分類表

単位型・追加型 投資対象地域
投資対象資産

（収益の源泉）

 

 

単位型投信

 

 

 

追加型投信

 

 

国内

 

 

海外

 

 

内外

株式

 

債券

 

不動産投信

 

その他資産

 

資産複合

 

＜商品分類表（上記網掛け表示部分）の定義＞

[単位型・追加型の区分]

追加型投信………一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産ととも

に運用されるファンドをいいます。

[投資対象地域による区分]

内外………目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源

泉とする旨の記載があるものをいいます。

[投資対象資産（収益の源泉）による区分]

資産複合………目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信およびその他資産のうち

複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。

 

属性区分表

投資対象資産

（組入資産）
決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ

EDINET提出書類

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(E12429)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

 4/85



株式

一般

大型株

中小型株

 

債券

一般

公債

社債

その他債券

クレジット属性

　

不動産投信

 

その他資産

（投資信託証券

（資産複合　資産配分

変更型（株式、債券、短

期金融商品）））

 

資産複合

　資産配分固定型

資産配分変更型

 

年1回

 

年2回

 

年4回

 

年6回（隔月）

 

年12回（毎月）

 

日々

 

その他

 

 

グローバル

（日本を含む）

 

日本

 

北米

 

欧州

 

アジア

 

オセアニア

 

中南米

 

アフリカ

 

中近東（中東）

 

エマージング

 

 

 

 

ファミリーファンド

 

 

 

 

 

ファンド・オブ・

ファンズ

 

 

 

 

あり

 

 

 

 

 

なし

 

＜属性区分表（上記網掛け表示部分）の定義＞

[投資対象資産による属性区分]

その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更型（株式、債券、短期金融商品）））

………目論見書または投資信託約款において、マザーファンド受益証券（投資信託証券）への投資

を通じて、実質的に複数資産（株式、債券、短期金融商品）を投資対象とし、組入比率について

は、機動的な変更を行う旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい

います。このため、商品分類表の投資対象資産（収益の源泉）は資産複合に、属性区分表の投

資対象資産は「その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分変更型（株式、債券、短期金

融商品）））」に分類されます。

[決算頻度による属性区分]

年１回………目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいいます。

[投資対象地域による属性区分]

グローバル（日本を含む）

………目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資産を

源泉とする旨の記載があるものをいいます。
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[投資形態による属性区分]

ファミリーファンド

………目論見書または投資信託約款において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投資

されるものを除く。）を投資対象として投資するものをいいます。

[為替ヘッジによる属性区分]

なし………目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の記載があるものまたは

為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

 

上記の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する

指針」に基づき記載しております。

上記以外の商品分類および属性区分の定義については、社団法人投資信託協会のインターネットホーム

ページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。

 

④ファンドの特色

●当ファンドは確定拠出年金法に基づき、確定拠出年金運営管理機関等
※
が加入者等に対して提示する

運用の方法に係る金融商品の一つです。

※確定拠出年金運営管理機関等とは、確定拠出年金法第２条第７項に定められた運営管理業務のうち、運用関連業務

（確定拠出年金における運用の方法の選定及び加入者等に対する提示並びに当該運用の方法に係る情報の提供）を

行う者をいいます。企業型年金においては、事業主もしくは事業主から運用関連業務の委託を受けた確定拠出年金運

営管理機関（同法第６章に定める確定拠出年金運営管理機関をいいます。以下同じ。）をいいます。個人型年金にお

いては、個人型年金加入者等が指定した運営管理業務を行う確定拠出年金運営管理機関をいいます。

●４種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公

社債等への分散投資を行います。

●基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを変更します。この基本ガイドラインは、当ファンドの

償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債および短期金融商品の

組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100％となるように

変化します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させた、安定的な運

用に移行します。

●実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。

●当ファンドの償還日は平成62年（2050年）12月15日です。

●年１回（原則、12月15日。）決算し、収益分配方針に基づいて分配を行います。
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（２）【ファンドの仕組み】

①ファンドの仕組み

 
 

 

②ファンドの関係法人

ａ. 委託会社：投資信託財産の運用指図およびその権限の委託、受益権の発行等を行います。

ｂ. 受託銀行：投資信託契約に基づき、投資信託財産の保管・管理業務を行い、収益分配金、償還金およ

び一部解約金の委託会社への交付等を行います。

ｃ. 販売会社：受益権の取扱い等に関する契約に基づき、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請

求の受付け、収益分配金の再投資、ならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払

い等を行います。

ｄ. 投資顧問会社：

・投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。

・投資一任契約に基づき、マザーファンドの運用指図を行います。

 

③委託会社等の概況（平成22年３月末現在）

ａ．資本金の額：219百万円

ｂ．沿革

平成18年４月　　　プルデンシャル投信投資顧問準備株式会社設立

平成18年８月　　　プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社に商号

変更

平成18年９月　　　プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン・インクより事

業の全部を譲受
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ｃ．大株主の状況

 

株主名 住所
所有

株式数

所有

比率

プルデンシャル・インターナショナ

ル・インベストメンツ・コーポレー

ション

アメリカ合衆国デラウェア州ウィル

ミントン、スイート1300、ノース・

マーケット・ストリート1105

7,360株100.0％

＊プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社は、「ザ・プルデンシャル・インシュアラン

ス・カンパニー・オブ・アメリカ」を中核とする北米最大級の総合金融グループの一員です。プルデンシャルは130年

以上の歴史と強固な経営基盤を誇り、アメリカ　ニュージャージー州ニューアークの本社を拠点とし、世界30ヵ国以上

に子会社・関連会社を保有しています。日本においても、生命保険、資産運用業務等を展開しています。プルデンシャル

・グループの持株会社プルデンシャル・ファイナンシャル・インクはニューヨーク証券取引所に上場している株式会

社です。

 

 

２【投資方針】

（１）【投資方針】

①基本方針

当ファンドは、４種類のマザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海

外の株式・公社債等への分散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を

目指します。

当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式では、受益者から投

資された資金をまとめてベビーファンド（当ファンド）とし、その資金の全部または一部をマザーファ

ンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドで行います。マザーファンドの運用成果は、すべて

ベビーファンドに反映されます。

 

 

②運用方法

ａ．投資対象

「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」受益証券、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」受益証券、「Ｐ

ＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券および「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」受益証券を主

要投資対象とします。

なお、内外の株式・公社債等に直接投資することがあります。
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ｂ．投資態度

(a）主として、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」受益証券、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」

受益証券、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」受益証券および「ＰＲＵ海外債券マザーファン

ド」受益証券への投資を通じて、わが国の株式・公社債等および海外の株式・公社債等への分

散投資を行い、リスクの低減に努めつつ投資信託財産の中・長期的な成長を目指します。

(b）当初設定時は、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」51.25％、「ＰＲＵ国内債券マザーファン

ド」12.75％、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」30.75％、「ＰＲＵ海外債券マザーファン

ド」2.25％およびコール・ローン等の短期金融商品3％の組入比率を基本ガイドラインとし、

この基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築します。

(c）当初設定後の基本ガイドラインは、償還時期に向け株式の組入比率を漸減させ、公社債および

短期金融商品の組入比率を漸増させます。また、この基本ガイドラインに基づいてポートフォ

リオを変更します。これにより、償還日に近づくにしたがって株価等の変動リスクを低減させ

る運用を目指します。ただし、市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合が

あります。

基本ガイドラインは以下のとおりです。

 
当初設定時

基本ガイドライン
償還直前

ＰＲＵ国内株式マザーファンド ５１．２５％ ０．０％

ＰＲＵ国内債券マザーファンド １２．７５％ ０．０％

ＰＲＵ海外株式マザーファンド ３０．７５％ ０．０％

ＰＲＵ海外債券マザーファンド ２．２５％ ０．０％

短期金融商品 ３．００％ １００．０％

●当初設定後の基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期に向けて、実質的に組入れている株式の組入比率を漸減させ、公社債およ

び短期金融商品の組入比率を漸増させることにより、償還直前には実質的な組入れが短期金融商品100％となるように変化します。

●この基本ガイドラインは、ポートフォリオの基準となる資産配分を意味します。なお、実際のポートフォリオ構築では、基本ガイド

ラインを基準に一定の範囲内でポートフォリオの構築が行われますので、基本ガイドラインと実際のポートフォリオ（各マザー

ファンドの組入比率）は必ずしも一致しません。

●市況動向等の変化によっては、基本ガイドラインを見直す場合があります。

(d）実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、市況動向、資金

動向等により委託会社が適切と判断した場合には、上記と異なる場合もあります。なお、運用の

効率化を図るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。

(e）資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用が行われない場合や当ファンドの投資目

的が達成されない場合があります。

(f）当ファンドは、クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社より助言を受け、運用

を行います。
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（２）【投資対象】

①投資の対象とする資産の種類

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

ａ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１項で定め

るものをいいます。以下同じ。）

(a）有価証券

(b）デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後記

「（５）投資制限⑩、⑪、⑫」に定めるものに限ります。）

(c）金銭債権（前記(a)、(b)および後記(d)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

(d）約束手形（前記(a)に掲げるものに該当するものを除きます。以下同じ。）

 

②有価証券の指図範囲

委託会社は、信託金を、主としてプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会

社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託銀行として締結された「ＰＲＵ国内株式マザーファン

ド」、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」および「ＰＲＵ海外債

券マザーファンド」の受益証券のほか、次の有価証券（金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証

券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。

ａ．株券または新株引受権証書

ｂ．国債証券

ｃ．地方債証券

ｄ．特別の法律により法人の発行する債券

ｅ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受

権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）

ｆ．資産の流動化に関する法律に定める特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものを

いいます。）

ｇ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定める

ものをいいます。）

ｈ．協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま

す。）

ｉ．資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるもの

をいいます。）

ｊ．コマーシャル・ぺーパー

ｋ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および新

株予約権証券

ｌ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前記ａ．からｋ．の証券または証書の性質を有

するもの

ｍ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい

ます。）

ｎ．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。）

ｏ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）

ｐ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有

価証券に係るものに限ります。）

ｑ．預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）

ｒ．外国法人が発行する譲渡性預金証書

ｓ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証

券に限ります。）

ｔ．抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）

ｕ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
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証券に表示されるべきもの

ｖ．外国の者に対する権利で前記ｕ．の有価証券の性質を有するもの

なお、前記ａ．の証券または証書、ｌ．ならびにｑ．の証券または証書のうちａ．の証券または証書の

性質を有するものを以下「株式」といい、ｂ．からｆ．までの証券およびｌ．ならびにｑ．の証券また

は証書のうちｂ．からｆ．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、ｍ．の証券および

ｎ．の証券を以下「投資信託証券」といいます。

 

③金融商品の指図範囲

委託会社は、信託金を、前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第2条第2

項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用することを指図

することができます。

ａ．預金

ｂ．指定金銭信託（金融商品取引法第2条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）

ｃ．コール・ローン

ｄ．手形割引市場において売買される手形

ｅ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの

ｆ．外国の者に対する権利で前記ｅ．の権利の性質を有するもの

前記②にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要

と認めるときは、委託会社は、信託金を、前記ａ．からｆ．までに掲げる金融商品により運用することの

指図ができます。

 

（３）【運用体制】

当ファンドは、クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社の助言に基づき、投資運用本部の

ファンドマネージャーが各マザーファンドへの投資配分を決定し、運用を行います。

当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」は、投資運用本部のファンドマネー

ジャーが運用を行います。投資運用本部は、運用に関わる調査・分析を行い、ポートフォリオ構築に関わる

投資判断等を行います。

当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」は、投資運用本部のファンドマネー

ジャーが運用を行います。信用リスクの管理については、定量モデル、市場情報の他、投資運用本部に属す

るクレジットアナリストの情報を活用します。

当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、クオン

ティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社が運用を行います。

当ファンドの主要投資対象である「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」は、投資一任契約に基づき、米プル

デンシャル・インベストメント社にて運用され、同社のパブリック債券運用グループが運用を担当しま

す。

 

①投資顧問会社の運用体制

クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社における株式インデックス運用

●クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社は2004年７月に、米プルデンシャル・インベス

トメント社のクオンティテイティブ・マネジメント・チームが独立することにより設立されました。な

お、同社は米プルデンシャル・インベストメント社の100％子会社です（以下の説明は、同社の前身であ

る米プルデンシャル・インベストメント社のクオンティテイティブ・マネジメント・チームに関する

ものを含みます。）。

●1975年よりクオンツ運用を開始し、その運用資産額は約720億米ドル（約6.7兆円）にのぼります。

●1979年より、株式インデックス運用を開始、運用経験豊富な投資プロフェッショナルにより、投資先の市

場の特性に合わせた運用が行われています。

（クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社に関する情報は平成22年３月末現在のものです。為替換算

レート:1米ドル＝93.44円）
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米プルデンシャル・インベストメント社における債券運用

●債券の運用額は約2,380億米ドル（約22.2兆円）

運用対象としている債券の種類は米国国債、米国投資適格社債、米国ハイイールド債、米国地方債、グ

ローバル債、エマージング債、短期金融商品（マネー・マーケット）等と多岐にわたっており、専門のマ

ネージャーによる付加価値の高い債券運用サービスをご提供しております。

●独自の信用調査と運用モデル、綿密な分析とリスク管理

独自の信用調査と運用モデルを駆使して、資産配分や割安と判断される銘柄選定を行います。さらに、リ

スク管理の際にも綿密な信用分析および独自のモデルを活用し、徹底したリスク管理を図ります。

●効果の高いボトムアップ・アプローチとトップダウン・アプローチの併用

債券の種類ごと、社債の業種ごと等の相対的な価値の分析、銘柄の選定および売買執行等は、より専門的

なノウハウの活かせるボトムアップ・アプローチで行います。また、投資戦略、資産配分およびリスク管

理等は、グローバルで広範な視点から判断できるトップダウン・アプローチを採用しています。

●一貫した投資プロセスで安定した投資成果の獲得

債券の種類ごとにそれぞれ専門に担当する各チームが連携して運用します。チーム運用に徹すること

で、運用プロセスの一貫性が保たれ、安定した投資成果の獲得につながると考えます。

（米プルデンシャル・インベストメント社に関する情報は平成22年３月末現在のものです。為替換算レート:1米ドル＝

93.44円)

 

②委託会社の運用体制

 

EDINET提出書類

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(E12429)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

12/85



③委託会社の運用体制に関する社内規則

委託会社は、資産運用およびリスク管理の基本方針を定める「運用規程」を遵守することにより、運用

の適正性を確保することに努めます。

 

④委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等

 

 

⑤委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く。）に対する管理体制

「受託銀行」に対しては、投資信託財産の管理業務を通じて、受託銀行の信託事務の正確性等を総合的

に監視しています。また、財務状況、内部統制の整備及び運用状況についての確認を行います。

「投資顧問会社」に対しては、運用計画書の提出を受け、運用会議において審議・承認が行われます。ま

た、定期的に投資顧問会社のモニタリングを行います。

 

※前記の運用体制等は平成22年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

（４）【分配方針】

毎決算時（原則、12月15日。ただし、休業日の場合は翌営業日。）に、原則として以下の方針に基づき分配を

行います。

①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収入および売買益等の全額とします。

②収益分配金額は、委託会社が基準価額水準等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではあ

りません。

③収益分配にあてず投資信託財産内に留保した利益については、前記「（１）投資方針」に基づき運用を

行います。

 

（５）【投資制限】

①株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限①）

株式への実質投資割合には制限を設けません。

②外貨建資産への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限②、第28条）

外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の60％以下とします。
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③新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限③、第17

条）

新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額

の20％以下とします。

④同一銘柄の株式への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限④、第21条）

同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

⑤同一銘柄の転換社債等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限⑤、第

22条）

同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、投資信託財産の純資

産総額の10％以下とします。

⑥同一銘柄の新株引受権証券等への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制

限⑥、第21条）

同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において投資信託財産の

純資産総額の５％以下とします。

⑦投資信託証券への投資（投資信託約款「運用の基本方針」２．運用方法（３）投資制限⑦、第17条）

投資信託証券（マザーファンド受益証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総

額の５％以下とします。

⑧投資する株式等の範囲（投資信託約款第20条）

ａ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引

所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所をいいます。以下同じ。）に上場されて

いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の

発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式、新株

引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。

ｂ．前記ａ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権

証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投

資することを指図することができるものとします。

⑨信用取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第23条）

ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指

図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行

うことの指図をすることができるものとします。

ｂ．前記ａ．の信用取引の指図は、次に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことが

できるものとし、かつ次に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。

(a）投資信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券

(b）株式分割により取得する株券

(c）有償増資により取得する株券

(d）売出しにより取得する株券

(e）投資信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債

の新株予約権に限ります。）の行使により取得可能な株券

(f）投資信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または

投資信託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権（前記(e）に

定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券

⑩先物取引等の運用指図（投資信託約款第24条）

ａ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所

および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場を「金融商品取引所等」と

いいます。以下同じ。）における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる

ものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるもの

をいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるもの

をいいます。）ならびに外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの
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指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします（以

下同じ。）。

ｂ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引ならび

に外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引およびオプション取引を行うことの指図

をすることができます。

ｃ．委託会社は、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引およびオプション取引ならび

に外国の金融商品取引所等における金利に係るこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をす

ることができます。

⑪スワップ取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第25条）

ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよ

び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とそ

の元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことの指

図をすることができます。

ｂ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として当ファンドの信託期間を超

えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの

限りではありません。

ｃ．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する

ものとします。

ｄ．委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保

の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑫金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の運用指図・目的・範囲（投資信託約款第26条）

ａ．委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するためならびに価格変動リスクおよ

び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うこ

との指図をすることができます。

ｂ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原

則として当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全

部解約が可能なものについてはこの限りではありません。

ｃ．金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢

金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。

ｄ．委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引を行うにあたり担保の提供ある

いは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。

⑬有価証券の貸付けの指図・目的・範囲（投資信託約款第27条）

ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式および公社債

を次の範囲内で貸付けの指図をすることができます。

(a）株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する株式の

時価合計額を超えないものとします。

(b）公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産で保有

する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。

ｂ．前記ａ．に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相

当する契約の一部の解約を指図するものとします。

ｃ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものと

します。

⑭特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（投資信託約款第29条）

外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合に

は、制約されることがあります。

⑮外国為替予約取引の指図・目的・範囲（投資信託約款第30条）

ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をする

ことができます。
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ｂ．前記ａ．の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差

額につき円換算した額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財

産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に属する外貨建資産のうち投資信託財産

に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図

については、この限りではありません。

ｃ．前記ｂ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内にその超える額に相当

する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。

ｄ．前記ｂ．において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザーファンド

の受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価

総額の割合を乗じて得た額とします。

⑯資金の借入れの指図・目的・範囲（投資信託約款第36条）

ａ．委託会社は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性をはかるため、一部解約に伴う支

払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を

目的として、または再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー

ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証

券等の運用は行わないものとします。

ｂ．一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託

財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日か

ら投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支

払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が５営業日以内で

ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計

額を限度とします。

ｃ．収益分配金の再投資に係る借入期間は投資信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営

業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。

ｄ．借入金の利息は投資信託財産中から支弁します。

⑰デリバティブ取引に係る投資制限

（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8号）

委託会社は、運用財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動そ

の他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法によ

り算出した額が当該運用財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引（新株予

約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みま

す。）を行い、または継続することを内容とした運用を行うことをしないものとします。

⑱同一の法人の発行する株式の投資制限

（投資信託及び投資法人に関する法律第9条、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第20条）

委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につ

き投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が、当該株式に係る議決権の総数に100分の

50の率を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得することを受託

銀行に指図しないものとします。
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（参考）マザーファンドの投資方針

ＰＲＵ国内株式マザーファンド

基本方針 この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）
※
の動

きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用方法  

投資対象 金融商品取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。

投資態度 ①　東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いま

す。

②　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。

③　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、

株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財

産の純資産総額を超えることがあります。

④　資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によって

は、上記のような運用ができない場合があります。

投資制限 ①　株式ヘの投資には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資は行いません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

④　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑥　投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。

※東証株価指数（ＴＯＰＩＸ＝Tokyo Stock Price Index）とは、わが国の代表的な株価指数で、東京証券取引所第一部銘柄の基

準時（1968年１月４日終値）の時価総額を100として、その後の時価総額を指数化したものです。

①　ＴＯＰＩＸの指数値およびＴＯＰＩＸの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公

表、利用などＴＯＰＩＸに関するすべての権利およびＴＯＰＩＸの商標に関するすべての権利は株式会社東京証券取引所

が有します。

②　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、ＴＯＰＩＸの指数値の算出もしくは公

表の停止またはＴＯＰＩＸの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。

③　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの商標の使用もしくはＴＯＰＩＸの指数の引用に関して得られる結果について、何

ら保証、言及をするものではありません。

④　株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値およびそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありま

せん。また株式会社東京証券取引所は、ＴＯＰＩＸの指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負い

ません。

⑤　マザーファンドは、株式会社東京証券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。

⑥　株式会社東京証券取引所は、当ファンドの購入者または公衆に対し、マザーファンドの説明、投資のアドバイスをする義務

を持ちません。

⑦　株式会社東京証券取引所は、委託会社または当ファンドの購入者のニーズを、ＴＯＰＩＸの指数値を算出する銘柄構成、計

算に考慮するものではありません。

⑧　以上の項目に限らず、株式会社東京証券取引所はマザーファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責

任を有しません。

 
平成22年３月末現在において、「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」に投資しているファンドはＰＲＵグッドラ

イフ２０１０、ＰＲＵグッドライフ２０２０、ＰＲＵグッドライフ２０３０、ＰＲＵグッドライフ２０４０、Ｐ

ＲＵ国内株式マーケット・パフォーマー、プルデンシャル私募国内株式マーケット・パフォーマー（適格機関

投資家向け）、ＰＲＵグッドライフ２０１０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０２０（年金）、ＰＲＵグッドラ

イフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）（当

ファンド）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「ＰＲＵ国内株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(E12429)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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ＰＲＵ国内債券マザーファンド

基本方針 わが国の公社債を中心に投資を行い、ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）
※
の動きに連動す

る投資成果を目標として運用を行います。

運用方法  

投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度 ①　ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行い

ます。

②　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券

の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資

産総額を超えることがあります。

③　資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によって

は、上記のような運用ができない場合があります。

投資制限 ①　外貨建資産への投資は行いません。

②　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

③　株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純

資産総額の５％以下とします。

⑤　同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑦　投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。

※ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）とは、野村證券株式会社が公表している国内で発行された公募利付債券の市場全体の動向を表

す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。Ｎ

ＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ（総合）は、野村證券株式会社の知的財産であり、野村證券株式会社は、当ファンドの運用成果等に関し、

一切責任ありません。

 

平成22年３月末現在において、「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」に投資しているファンドはＰＲＵグッドラ

イフ２０１０、ＰＲＵグッドライフ２０２０、ＰＲＵグッドライフ２０３０、ＰＲＵグッドライフ２０４０、Ｐ

ＲＵ国内債券マーケット・パフォーマー、ＰＲＵグッドライフ２０１０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０２

０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）、ＰＲＵグッドライ

フ２０５０（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募国内株式・債券バランスファンド（適格機関投資家

向け）、プルデンシャル私募国内債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資家向け）です。

なお、この他にも、今後「ＰＲＵ国内債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。

EDINET提出書類
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ＰＲＵ海外株式マザーファンド

基本方針 日本を除く世界の主要国の株式を中心に投資を行い、MSCI KOKUSAIインデックス
※
（円

換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用方法  

投資対象 原則として、MSCI KOKUSAIインデックスを構成している国の株式を主要投資対象としま

す。

投資態度 ①　MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標とし

て運用を行います。

②　株式の組入比率は、原則として高位を維持します。

③　外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図

るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。

④　運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、

株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財

産の純資産総額を超えることがあります。

⑤　資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によって

は、上記のような運用ができない場合があります。

⑥　運用にあたっては、投資一任契約に基づいてクオンティテイティブ・マネジメント・

アソシエイツ社に運用の指図に関する権限を委託します。

●委託する範囲：マザーファンドの運用指図

●委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカーター・ハ

イウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター２

●委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金（３）信託報酬等」をご参照ください。

投資制限 ①　株式ヘの投資には制限を設けません。

②　外貨建資産への投資には制限を設けません。

③　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純

資産総額の10％以下とします。

④　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

⑤　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑥　投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。

※「MSCI KOKUSAIインデックス」とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の主要国で構成されています。

「MSCI KOKUSAIインデックス（円換算ベース）」は、「MSCI KOKUSAIインデックス（米ドルベース）」をもとに、MSCI Inc.の

承諾を受けたうえで委託会社で計算したものです。

「MSCI KOKUSAIインデックス」はMSCI Inc.の財産であり、「MSCI」はMSCI Inc.のサービス・マークです。

 

平成22年３月末現在において、「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資しているファンドはＰＲＵグッドラ
イフ２０１０、ＰＲＵグッドライフ２０２０、ＰＲＵグッドライフ２０３０、ＰＲＵグッドライフ２０４０、Ｐ
ＲＵ海外株式マーケット・パフォーマー、ＰＲＵグッドライフ２０１０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０２
０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）、ＰＲＵグッドライ
フ２０５０（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募海外株式マーケット・パフォーマー（適格機関投資
家向け）です。
なお、この他にも、今後「ＰＲＵ海外株式マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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ＰＲＵ海外債券マザーファンド

基本方針 日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、シティグループ世界国債イン

デックス
※
（除く日本）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

運用方法  

投資対象 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。

投資態度 ①　シティグループ世界国債インデックス（除く日本）の動きに連動する投資成果を目

標として運用を行います。

②　外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。ただし、運用の効率化を図

るため、為替のエクスポージャーの調整を行う場合があります。

③　運用の効率化を図るため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券

の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資

産総額を超えることがあります。

④　資金動向、市況動向の急激な変化が生じた時等ならびに投資信託財産の規模によって

は、上記のような運用ができない場合があります。

⑤　運用にあたっては、投資一任契約に基づいて米プルデンシャル・インベストメント社

に運用の指図に関する権限を委託します。

●委託する範囲：マザーファンドの運用指図

●委託先所在地：アメリカ合衆国ニュージャージー州ニューアーク、マッカーター・ハ

イウェイ・アンド・マーケット・ストリート、ゲートウェイ・センター２

●委託に係る費用：後記「４手数料等及び税金（３）信託報酬等」をご参照ください。

投資制限 ①　外貨建資産への投資には制限を設けません。

②　同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財

産の純資産総額の10％以下とします。

③　株式ヘの投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。

④　新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純

資産総額の５％以下とします。

⑤　同一銘柄の株式への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の10％以下と

します。

⑥　同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において投資信

託財産の純資産総額の５％以下とします。

⑦　投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の５％以下とします。

※「シティグループ世界国債インデックス」とは、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが開発した、世界主要国

の国債の総合投資利回りを各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

当ファンドでは、シティグループ世界国債インデックス・データをもとに、シティグループ証券株式会社の承諾を得たうえで、

委託会社が円換算ベースに計算したものを使用します。

「シティグループ世界国債インデックス」に関する著作権、商標権、知的財産権その他一切の権利は、シティグループ・グロー

バル・マーケッツ・インクに帰属します。?Citigroup Global Markets Inc. All rights reserved.

 

平成22年３月末現在において、「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」に投資しているファンドはＰＲＵグッドラ

イフ２０１０、ＰＲＵグッドライフ２０２０、ＰＲＵグッドライフ２０３０、ＰＲＵグッドライフ２０４０、Ｐ

ＲＵ海外債券マーケット・パフォーマー、ＰＲＵグッドライフ２０１０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０２

０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０３０（年金）、ＰＲＵグッドライフ２０４０（年金）、ＰＲＵグッドライ

フ２０５０（年金）（当ファンド）、プルデンシャル私募海外債券マーケット・パフォーマー（適格機関投資

家向け）です。

なお、この他にも、今後「ＰＲＵ海外債券マザーファンド」に投資するファンドが設定される場合があります。
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３【投資リスク】

（１）当ファンドへの投資リスク

ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。

①資産配分リスク

当ファンドでは、基本ガイドラインに基づいてポートフォリオを構築し、各マザーファンドへの資産配

分を行います。また、この基本ガイドラインは、当ファンドの償還時期が近づくにしたがって、実質的に

組入れている株式の組入比率を漸減させ公社債および短期金融商品の組入比率を漸増させることによ

り、時間の経過とともに株価等の変動リスクを低減させる運用を目指します。

この資産配分は当ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益の悪い資産で運用するマザー

ファンドへの配分が大きい場合や複数またはすべての資産価値が下落する場合には、各マザーファンド

の投資成果が各資産のベンチマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、当ファンドの基

準価額が下がる要因となる可能性があります。

②株価変動リスク

株式等の価格動向は、国内外の政治・経済情勢の影響を受けます。このため当ファンドが実質的に組入

れている株式の値動きにより基準価額は変動します。また、当ファンドが実質的に組入れている株式を

発行する企業が倒産や業績悪化に陥った場合、当該企業の株式の価値が大きく下落し、当ファンドに重

大な損失を生じさせることがあります。

③金利変動リスク

一般的に、金利が上昇した場合には、債券の価格は下落し、当ファンドの基準価額が下がる要因となりま

す。

④信用リスク

公社債、コマーシャル・ペーパーおよび短期金融商品の発行体が、経営不振、その他の理由により利息や

償還金をあらかじめ決められた条件で支払うことができなくなる（債務不履行）リスクをいいます。一

般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想される場合には、当該公社債等の価格は下落し、当ファ

ンドの基準価額が下がる要因となります。

⑤カントリー・リスク

当ファンドは、マザーファンドへの投資を通じて海外の有価証券に投資しますが、その国の政治・経済

情勢、外国為替規制、資本規制等による影響を受けることにより、基準価額が下がる要因となる可能性が

あります。

⑥為替変動リスク

一般的に、外国為替相場が対円で下落した場合には、ファンドの基準価額が下がる要因となります。な

お、当ファンドでは、実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。このため、円

と投資対象国通貨の為替レートの変化が、ファンドの資産価値に影響を与えます。

⑦同一マザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドによる影響

当ファンドが投資対象とするマザーファンドについて、当該マザーファンドを投資対象とする他のベ

ビーファンドにおける資金流出入や資産配分の変更等により当該マザーファンド組入有価証券等の売

買が発生した場合、その売買による組入有価証券等の価格の変化や売買手数料・税金等の負担が当該マ

ザーファンドの価額に影響を及ぼすことがあります。これにより当該マザーファンドの価額が下落した

場合、当ファンドの基準価額が下がる要因となります。
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（２）投資リスクに対する管理体制

運用状況のモニタリング、運用に関する法令諸規則の遵守状況の確認はコンプライアンス部が行います。

全体的な運用状況の管理は投資運用本部が行います。運用に関するリスク管理およびパフォーマンス分析

については、投資分析室が行います。これらの各部の情報は、原則として月１回開催される運用会議に報告

され、その内容の確認・検討が行われた後に各部にフィードバックされ、その後の業務に反映されます。

 

（３）その他の留意点

・当ファンドはマザーファンドを通じて株式や債券など値動きのある証券（外貨建証券には為替変動リ

スクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、投資元本を下回ることがあ

ります。

・投資信託財産に生じた損益は、すべて受益者に帰属します。

・投資信託は預金等とは異なり、預金保険機構の保護の対象ではありません。

・投資信託は保険契約とは異なり、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。

・投資信託を登録金融機関で購入した場合は、投資者保護基金の対象にはなりません。

・法令・税制及び会計基準等は今後変更される可能性があり、これにより、当ファンドがあらかじめ目的

としている投資成果を達成できないこともあります。

 

４【手数料等及び税金】

（１）【申込手数料】

申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。

有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。

 

（２）【換金（解約）手数料】

解約時に手数料はかかりません。

 

（３）【信託報酬等】

①信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.819％（税抜0.78％）の率

を乗じて得た額とします。

信託報酬の配分

委託会社 販売会社 受託銀行

年0.3675％（税抜0.35％）年0.3675％（税抜0.35％）年0.0840％（税抜0.08％）

②前記①の信託報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末、または信託終了のとき投資

信託財産中から支弁するものとします。

③信託報酬に係る消費税相当額および地方消費税相当額（以下「消費税等相当額」といいます。）を、信

託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。

④委託会社は、マザーファンドの運用の指図に関する権限の委託を受けた者が受ける報酬を、前記①の委

託会社が受ける報酬から支払うものとします。その報酬額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産に属

するマザーファンドの受益証券の時価総額に以下に定める率を乗じて得た額とします。

ＰＲＵ海外株式マザーファンド　　年0.10％

ＰＲＵ海外債券マザーファンド　　年0.10％

 

（４）【その他の手数料等】

①信託事務の諸費用

ａ．投資信託財産に関する租税、次に掲げる諸費用その他の信託事務の処理に要する費用および当該費

用に係る消費税等相当額ならびに受託銀行の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信

託財産中からその都度支弁します。
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(a) 売買委託手数料等の有価証券取引等に要する費用および保管費用等

(b) 借入金の利息

ｂ．前記ａ．にかかわらず、委託会社は、信託事務の処理に要する費用のうち、次に掲げる費用および当

該費用に係る消費税等相当額については、投資信託財産の純資産総額に年0.05％の率を乗じて得た

額を上限に、かつその実費の額以内の額の支払いにつき、後記ｃ．にしたがって、投資信託財産から

受けることができます。

(a) 投資信託振替制度に係る費用

(b) 有価証券届出書等開示書類および目論見書（これらの訂正も含みます。）、投資信託約款およ

び運用報告書等の作成等に要する費用

(c) この信託の受益者に対して行う公告に要する費用ならびに投資信託約款の変更または投資信

託契約の解約に係る事項を記載した書面の作成等に要する費用

(d) この信託の設定および運営・管理に関し、法務・税務等につき要する費用

ｃ．前記ｂ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、投資信託約款に規定する計算期間

を通じて、毎日費用計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日ならびに毎計算期間末および信託

終了のときに投資信託財産中から支弁します。

②監査報酬

ａ．投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、投資信託財産の純資産総額に年0.00525％（税抜

0.005％）の率を乗じて得た額を上限に、かつ当該費用の実費の額以内の額を、当該費用に係る消費

税等相当額とともに、投資信託約款に規定する計算期間を通じて、毎日費用計上します。

ｂ．前記ａ．で定める費用および当該費用に係る消費税等相当額は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日

ならびに毎計算期間末および信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。

 

その他の手数料等については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示するこ

とができません。

※手数料等の合計額については、保有期間等により異なりますので、表示することができません。

 

（５）【課税上の取扱い】

課税については次のような取扱いとなります。

確定拠出年金法第86条において、「確定拠出年金に係る掛金、積立金及び給付については、所得税法（昭和

40年法律第33号）、法人税法（昭和40年法律第34号）、相続税法（昭和25年法律第73号）および地方税法

（昭和25年法律第226号）ならびにこれらの法律に基づく命令で定めるところにより、所得税、法人税、相

続税並びに道府県民税（都民税を含む。）および市町村民税（特別区民税を含む。）の課税について必要

な措置を講ずる」とされています。

受益者が同法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、所得税および地方税がかかりません。な

お、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が適用されます。

・税法または確定拠出年金法が改正された場合等は、上記の内容が変更になることがあります。

・詳細につきましては、税務専門家等にご確認ください。
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５【運用状況】

当ファンドは、平成22年６月16日から運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。

 

（１）【投資状況】

該当事項はありません。

 

（２）【投資資産】

①【投資有価証券の主要銘柄】

該当事項はありません。

 

②【投資不動産物件】

該当事項はありません。

 

③【その他投資資産の主要なもの】

該当事項はありません。

 

（３）【運用実績】

①【純資産の推移】

該当事項はありません。

 

②【分配の推移】

該当事項はありません。

 

③【収益率の推移】

該当事項はありません。
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６【手続等の概要】

Ⅰ　申込（販売）手続等

（１）申込方法

①当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。

②当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン

証券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付けはい

たしません。

（注１）申込みの受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなりま

す。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申

込みの受付けを中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

（注２）平成23年３月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所または

ニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社にお問合

わせください。

平成22年７月５日 平成22年８月30日 平成22年９月６日 平成22年11月11日

平成22年11月25日 平成22年12月24日 平成22年12月27日 平成22年12月28日

平成23年１月17日 平成23年２月21日   

 

（２）申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終

了日の基準価額とします。

基準価額は、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入

手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年

金Ｇ 50」として掲載されます。

 

（３）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。

有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。

 

（４）申込単位

１円以上１円単位とします。

 

（５）申込取扱場所

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行

わない場合があります。販売会社については、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせく

ださい。

 

（６）申込代金の支払い

当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）を、販売

会社の定める日までに支払うものとします。

 

EDINET提出書類

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(E12429)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

25/85



（７）当ファンドの受益権の取得申込みの勧誘は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第2条第5項に定め

る連合会（国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて

一個に限り指定したものをいいます。同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。）、お

よび同法第2条第7項第1号ロに定める資産管理機関（企業型年金を実施する事業主が同法第8条第1項の

規定により締結した下記の契約の相手方をいいます。）に対して行われます。

イ．信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金または企業年金基金を相手方とする運用の方法を

特定する信託の契約

ロ．生命保険会社を相手方とする生命保険の契約

ハ．農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約

ニ．損害保険会社を相手方とする損害保険の契約

 

（８）取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ自己のために開設された当ファンドの

受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口

座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託に

より分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法

に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受

託銀行は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替

機関へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。

 

Ⅱ　換金（解約）手続等

一部解約

①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。

②前記①の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨーク

もしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。

③受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

④委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

⑤一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある

ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。

⑦一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部

解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実

行の請求を受付けたものとして前記⑤に準じて計算された価額とします。

⑧一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社において

受益者に支払われます。

⑨一部解約の価額は、前記「Ⅰ申込（販売）手続等（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせくだ

さい。

⑩一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業

日の取扱いとなります。

⑪一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請

求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口

数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行われます。
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７【管理及び運営の概要】

Ⅰ　資産管理等の概要

（１）資産の評価

①基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団

法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万

口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

株　　　式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所における計算日

の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場されている株式は、原則

として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）で評価

します。

公　社　債：原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者・

銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額のい

ずれかの価額で評価します。

外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算します。

②基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

③基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

④基準価額は、前記「６手続等の概要 Ⅰ申込（販売）手続等（１）申込方法」に記載の委託会社にお問

合わせください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新

聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金Ｇ 50」として掲載されます。

 

（２）保管

該当事項はありません。

 

（３）信託期間

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成22年６月16日）から平成62年12月15日までとしま

す。ただし、後記「（５）その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

 

（４）計算期間

①当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第１

計算期間は平成22年６月16日から平成22年12月15日までとします。

②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、

各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただ

し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。

 

（５）その他

①信託の終了

ａ．投資信託契約の解約

(a）委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため

有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、

当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委

託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
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(b）委託会社は、前記（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由な

どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に

対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(c）前記（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託

の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下（c）に

おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛

成するものとみなします。

(d）前記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益

者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

(e）前記（b）から（d）までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。

イ．委託会社がこの投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、

この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

した場合

ロ．投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記

（b）から（d）までの手続きを行うことが困難な場合

ｂ．投資信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし

たがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。

ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

(a）委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

(b）前記（a）の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業

務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投資信託約款

の変更等」のｂ．による書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行

との間において存続します。

ｄ．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

(a）受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任

務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会

社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。受託銀行が辞任した

場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更等」

にしたがい、新受託銀行を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行

を解任することはできないものとします。

(b）委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約

し、信託を終了させます。

②投資信託約款の変更等

ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受

託銀行と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資

信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびそ

の内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は「②投資信託約款の変更等」に定める以

外の方法によって変更することができないものとします。

ｂ．委託会社は、前記ａ．の事項（前記ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する

場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ

びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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ｃ．前記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託者を除きます。以下ｃ．において同じ。）

は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者

が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなしま

す。

ｄ．前記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議

決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

ｆ．前記ｂ．からｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面または電磁的記録により同意

の意思表示をしたときには適用しません。

ｇ．前記ａ．からｆ．の規定にかかわらず、この信託において併合の書面決議が可決された場合にあっ

ても、当該併合にかかる一または複数の他の信託において当該併合の書面決議が否決された場合

は、当該他の信託との併合を行うことはできません。

ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記ａ．か

らｇ．の規定にしたがいます。

③運用報告書等の作成

当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報

告書の提出が計算期間開始６ヵ月経過毎になされます。また委託会社は、法令の定めるところにより、計

算期間の終了毎に運用報告書を作成し、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。

④投資信託財産に関する報告

ａ．受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会

社に提出します。

ｂ．受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託会社に提出します。

ｃ．受託銀行は、前記ａ．およびｂ．の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定

める報告は行わないことにします。

ｄ．受益者は、受託銀行に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことの

できない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ

のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの

とします。

ｅ．この信託の受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは

できません。

(a）他の受益者の氏名または名称および住所

(b）他の受益者が有する受益権の内容

⑤受託銀行による資金の立替え

ａ．投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託

会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。

ｂ．投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式

の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、

受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。

ｃ．立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定め

ます。

⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。

ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの

投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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⑦公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い

当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議により定

めます。

⑨混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取

引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下⑨にお

いて同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した

外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種

金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等

の名義で混蔵寄託できるものとします。

⑩投資信託財産の登記等および記載等の留保等

ａ．信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。

ｂ．前記ａ．ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めると

きは、速やかに登記または登録をするものとします。

ｃ．投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託

財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管

理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し

て管理することがあります。

ｄ．動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがあります。

⑪信託事務の委託

ａ．受託銀行は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、この信託に関する信託事務の処理

の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼

営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同

じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

ｂ．前記ａ．における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行うものとします。

⑫利害関係人等との取引等

ａ．受託銀行は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資

法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託銀行（第三

者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託銀行が当該第三者の

代理人となって行うものを含みます。）および受託銀行の利害関係人、後記⑬ａ．に定める信託業

務の委託先およびその利害関係人または受託銀行における他の投資信託財産との間で、前記「第二

部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２投資方針 (2）投資対象」に掲げる資産への投資等ならび

に前記「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２　投資方針 (5）投資制限」⑨から⑬、⑮およ

び⑯、有価証券売却等および当該売却代金等に係る再投資における委託会社の指図による取引その

他これらに類する行為を行うことができます。 

ｂ．受託銀行は、受託銀行がこの信託の受託銀行としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ

とができる取引その他の行為について、受託銀行または受託銀行の利害関係人の計算で行うことが

できるものとします。なお、受託銀行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とし

ます。

ｃ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場

合には、投資信託財産と、委託会社、その取締役、執行役および委託会社の利害関係人等（金融商品
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取引法第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委

託会社が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、前記「第二部ファンド情報 第１ファンド

の状況 ２投資方針 (2）投資対象」に定める資産への投資等ならびに前記「第二部ファンド情報 

第１ファンドの状況 ２投資方針 (5）投資制限」⑨から⑬、⑮および⑯、有価証券売却等および当

該売却代金等に係る再投資における委託会社の指図による取引その他これらに類する行為を行う

ことの指図をすることができ、受託銀行は、委託会社の指図により、当該投資等ならびに当該取引お

よび当該行為を行うことができます。

ｄ．前記ａ．からｃ．の場合、委託会社および受託銀行は、受益者に対して信託法第31条第3項および同

法第32条第3項の通知は行いません。

⑬信託業務の委託等

ａ．受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託

業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託銀行の利害関係人を含

みます。）を委託先として選定します。

(a）委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

(b）委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる

こと

(c）委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理

を行う体制が整備されていること

(d）内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

ｂ．受託銀行は、前記ａ．に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記ａ．に掲げる基準に

適合していることを確認するものとします。

ｃ．前記ａ．およびｂ．にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当

と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

(a）投資信託財産の保存に係る業務

(b）投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

(c）委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必

要な行為に係る業務

(d）受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

⑭関係法人との契約の更新に関する手続き

ａ．販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を

規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から１年間とします。ただし、

期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動

的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間

中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。

ｂ．投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信

託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更する

ことができるものとします。

ｃ．前記ａ．、ｂ．の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証

券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。

 

 

Ⅱ　受益者の権利等

 

当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込

者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託会社は、当初設定

に係る信託の受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託の

つど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差

異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。
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（１）収益分配金に対する請求権

受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益

者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受

益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

（注）「別に定める契約」とは、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契

約を含みます。）にしたがって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをいいます。

 

（２）償還金に対する請求権

①償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業

日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託

終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開

設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。

②受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利

を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

 

（３）一部解約の実行の請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。詳細については、前記「６手続等の概要 Ⅱ換金（解約）手続等」をご参照ください。

 

（４） 反対者の買取請求権

①前記「Ⅰ資産管理等の概要（５）その他 ①信託の終了 ａ．投資信託契約の解約」の投資信託契約

の解約または「②投資信託約款の変更等」の重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において

当該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を経由して、受託銀行に対し、自己

に帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

②前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

 

（５）受益者集会

受益者集会は開催しません。

 

 

 

第２【財務ハイライト情報】
 

当ファンドは、平成22年６月16日から運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。

当ファンドの監査は、あらた監査法人が行います。

 
１【貸借対照表】

該当事項はありません。
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２【損益及び剰余金計算書】

該当事項はありません。
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第３【内国投資信託受益証券事務の概要】
 

委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された

場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合

その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。

 

（１）名義書換等

該当事項はありません。

 

（２）受益者名簿の閉鎖の時期

受益者名簿は作成しません。したがって、該当事項はありません。

 

（３）受益者等に対する特典

該当事項はありません。

 

（４）譲渡制限

該当事項はありません。ただし、受益権の譲渡等は以下によるものとします。

①受益権の譲渡

ａ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載

または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。

ｂ．前記ａ．の申請のある場合には、前記ａ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益

権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載

または記録するものとします。ただし、前記ａ．の振替機関等が振替先口座を開設したものでない

場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含み

ます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録

が行われるよう通知するものとします。

ｃ．前記ａ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ

れている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合

等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替

停止日や振替停止期間を設けることができます。

②受益権の譲渡の対抗要件

受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託銀行に対抗する

ことができません。

 

（５）受益証券の再発行

受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券から

記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券の再発

行の請求を行わないものとします。

 

（６）受益権の再分割

委託会社は、受託銀行と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分

割できるものとします。

 

（７）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、一部

解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、投資信託約款の規定による
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ほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第４【ファンドの詳細情報の項目】
 

「第三部 ファンドの詳細情報」の記載項目は、次のとおりです。

 

第１　ファンドの沿革

第２　手続等

１　申込（販売）手続等

２　換金（解約）手続等

第３　管理及び運営

１　資産管理等の概要

(1) 資産の評価

(2) 保管

(3) 信託期間

(4) 計算期間

(5) その他

２　受益者の権利等

第４　ファンドの経理状況

１　財務諸表

(1) 貸借対照表

(2) 損益及び剰余金計算書

(3) 注記表

(4) 附属明細表

２　ファンドの現況

純資産額計算書

第５　設定及び解約の実績
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第三部【ファンドの詳細情報】
 

第１【ファンドの沿革】
 

平成22年６月16日　　投資信託契約締結、当ファンドの設定・運用開始（予定）

 

 

第２【手続等】
 

１【申込（販売）手続等】

（１）申込方法

①当ファンドの取得申込者は、販売会社に取引口座を開設し、取得の申込みを行うものとします。

②当ファンドの取得申込みは、「自動けいぞく投資コース」によるものとします。

③原則として、毎営業日に取得の申込みができます。ただし、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証

券取引所またはニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日の場合には、お申込みの受付けはいたし

ません。

（注１）申込みの受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業日の取扱いとなりま

す。委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、受益権の取得申

込みの受付けを中止すること、および、すでに受付けた取得申込みを取消すことができます。

（注２）平成23年３月末までの日本における営業日でニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所または

ニューヨークもしくはロンドンの銀行の休業日に該当する日は以下のとおりです。

なお、現地の事情等により祝日および休業日等が変更される場合がありますので、詳しくは委託会社にお問合

わせください。

平成22年７月５日 平成22年８月30日 平成22年９月６日 平成22年11月11日

平成22年11月25日 平成22年12月24日 平成22年12月27日 平成22年12月28日

平成23年１月17日 平成23年２月21日   

 

（２）申込価額

取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。なお、収益分配金の自動再投資の場合は、各計算期間終了

日の基準価額とします。

* 「基準価額」とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団法人投資

信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（純資産総額）

を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万口当たりに換算した価額で表示さ

れることがあります。

* 基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

* 基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

 

基準価額は、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせください。なお、各販売会社でも入手

できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝刊の「オープン基準価格」欄に、「年金

Ｇ 50」として掲載されます。
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（３）申込手数料

申込手数料は販売会社が独自に定めることができるものとします。

有価証券届出書提出日現在、手数料はありません。

 

（４）申込単位

１円以上１円単位とします。

 

（５）申込取扱場所

販売会社の本・支店、営業所等とします。ただし、販売会社によっては一部の店舗で申込みの取扱いを行わ

ない場合があります。販売会社については、前記「（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせくだ

さい。

 

（６）申込代金の支払い

当ファンドの取得申込者は、申込金額（取得申込受付日の翌営業日の基準価額×取得申込口数）を、販売

会社の定める日までに支払うものとします。

 

（７）当ファンドの受益権の取得申込みの勧誘は、確定拠出年金法（平成13年法律第88号）第2条第5項に定め

る連合会（国民年金基金連合会であって、個人型年金を実施する者として厚生労働大臣が全国を通じて一

個に限り指定したものをいいます。同法第61条に基づき連合会が事務を委託した者を含みます。）、および

同法第2条第7項第1号ロに定める資産管理機関（企業型年金を実施する事業主が同法第8条第1項の規定に

より締結した下記の契約の相手方をいいます。）に対して行われます。

イ．信託会社、信託業務を営む金融機関、厚生年金基金又は企業年金基金を相手方とする運用の方法を

特定する信託の契約

ロ．生命保険会社を相手方とする生命保険の契約

ハ．農業協同組合連合会を相手方とする生命共済の契約

ニ．損害保険会社を相手方とする損害保険の契約

 

（８）取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド

の受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係る口数の

増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込の代金の支払いと引換えに、当該口

座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、追加信託に

より分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に

定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知が

あった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託

銀行は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関

へ当該受益権に係る信託を設定した旨の通知を行います。
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２【換金（解約）手続等】

一部解約

①受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。

②前記①の規定にかかわらず、ニューヨーク証券取引所もしくはロンドン証券取引所またはニューヨーク

もしくはロンドンの銀行の休業日においては、一部解約の実行の請求を受付けないものとします。

③受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。

④委託会社は、一部解約の実行の請求を受付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

⑤一部解約の価額は、一部解約の実行の請求日の翌営業日の基準価額とします。

⑥委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある

ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。

⑦一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部

解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、

当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実

行の請求を受付けたものとして前記⑤に準じて計算された価額とします。

⑧一部解約金は、受益者の請求を受付けた日から起算して、原則として、５営業日目から販売会社において

受益者に支払われます。

⑨一部解約の価額は、前記「１申込（販売）手続等（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わせくだ

さい。

⑩一部解約の実行の請求の受付けは営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合には、翌営業

日の取扱いとなります。

⑪一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請

求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受益権の口

数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該

口数の減少の記載または記録が行われます。
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第３【管理及び運営】
 

１【資産管理等の概要】

（１）【資産の評価】

①基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および社団

法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除し

た金額（純資産総額）を、計算日における受益権総口数で除して得た額をいいます。ただし、便宜上１万

口当たりに換算した価額で表示されることがあります。

当ファンドの主要投資対象の評価方法は以下のとおりです。

マザーファンド受益証券：計算日における基準価額で評価します。

（参考）マザーファンドの主要投資対象の評価方法

株　　　式：金融商品取引所に上場されている株式は、原則として当該金融商品取引所における計算

日の最終相場（外国株式であって外国の金融商品取引市場に上場されている株式は、

原則として当該金融商品取引市場における計算時に知りうる直近の日の最終相場）

で評価します。

公　社　債：原則として、日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）、金融商品取引業者

・銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）または価格情報会社の提供する価額

のいずれかの価額で評価します。

外貨建資産：原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円換算しま

す。

②基準価額は、原則として毎営業日計算されます。

③基準価額は、組入有価証券の値動き等により、日々変動します。

④基準価額は、前記「第２手続等 １申込（販売）手続等（１）申込方法」に記載の委託会社にお問合わ

せください。なお、各販売会社でも入手できます。また、基準価額は、原則として翌日付の日本経済新聞朝

刊の「オープン基準価格」欄に、「年金Ｇ 50」として掲載されます。

 

（２）【保管】

該当事項はありません。

 

（３）【信託期間】

当ファンドの信託期間は、投資信託契約締結日（平成22年６月16日）から平成62年12月15日までとしま

す。ただし、後記「（５）その他 ①信託の終了」の場合には、当該信託の終了の日までとなります。

 

（４）【計算期間】

①当ファンドの計算期間は、毎年12月16日から翌年12月15日までとすることを原則とします。ただし、第１

計算期間は平成22年６月16日から平成22年12月15日までとします。

②前記①の原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、

各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。ただ

し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
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（５）【その他】

①信託の終了

ａ．投資信託契約の解約

(a）委託会社は、信託期間中において、当ファンドの投資信託契約を解約することが受益者のため

有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託銀行と合意のうえ、

当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委

託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。

(b）委託会社は、前記（a）の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を

行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由な

どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に

対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

(c）前記（b）の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託

の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下（c）に

おいて同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、

知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛

成するものとみなします。

(d）前記（b）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益

者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

(e）前記（b）から（d）までの規定は、以下に掲げる場合には適用しません。

イ．委託会社がこの投資信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、

この投資信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示を

した場合

ロ．投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記

（b）から（d）までの手続きを行うことが困難な場合

ｂ．投資信託契約に関する監督官庁の命令

委託会社は、監督官庁より当ファンドの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし

たがい、当ファンドの投資信託契約を解約し信託を終了させます。

ｃ．委託会社の登録取消等に伴う取扱い

(a) 委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき

は、委託会社は、当ファンドの投資信託契約を解約し、信託を終了させます。

(b）前記（a）の規定にかかわらず、監督官庁が当ファンドの投資信託契約に関する委託会社の業

務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、この信託は、後記「②投資信託約款

の変更等」のｂ．による書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託銀行

との間において存続します。

ｄ．受託銀行の辞任および解任に伴う取扱い

(a）受託銀行は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託銀行がその任

務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会

社または受益者は、裁判所に受託銀行の解任を申立てることができます。受託銀行が辞任した

場合、または裁判所が受託銀行を解任した場合、委託会社は、後記「②投資信託約款の変更等」

にしたがい、新受託銀行を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託銀行

を解任することはできないものとします。

(b）委託会社が新受託銀行を選任できないときは、委託会社は当ファンドの投資信託契約を解約

し、信託を終了させます。

②投資信託約款の変更等

ａ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受

託銀行と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投資

信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま

す。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ変更または併合しようとする旨およびそ

EDINET提出書類

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社(E12429)

有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

41/85



の内容を監督官庁に届出ます。なお、この投資信託約款は「②投資信託約款の変更等」に定める以

外の方法によって変更することができないものとします。

ｂ．委託会社は、前記ａ．の事項（前記ａ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する

場合に限ります。以下、併合と合わせて「重大な約款の変更等」といいます。）について、書面決議

を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容およ

びその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている

受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。

ｃ．前記ｂ．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の投資信託財産にこの信託の受益

権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託銀行を除きます。以下ｃ．において同

じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受

益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみな

します。

ｄ．前記ｂ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の半数以上であって、当該受益者の議

決権の3分の2以上に当たる多数をもって行います。

ｅ．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。

ｆ．前記ｂ．からｅ．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい

て、当該提案につき、この投資信託約款に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の

意思表示をしたときには適用しません。

ｇ．前記ａ．からｆ．の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に

あっても、当該併合にかかる一又は複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決された

場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。

ｈ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、前記ａ．か

らｇ．の規定にしたがいます。

③運用報告書等の作成

当ファンドについて、法令の定めるところにより、有価証券報告書の提出が計算期間の終了毎に、半期報

告書の提出が計算期間開始６ヵ月経過毎になされます。また委託会社は、法令の定めるところにより、計

算期間の終了毎に運用報告書を作成し、販売会社を経由して知れている受益者に交付します。

④投資信託財産に関する報告

ａ．受託銀行は、毎計算期末に損益計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委託会

社に提出します。

ｂ．受託銀行は、信託終了のときに最終計算を行い、投資信託財産に関する報告書を作成して、これを委

託会社に提出します。

ｃ．受託銀行は、前記ａ．およびｂ．の報告を行うことにより、受益者に対する信託法第37条第3項に定

める報告は行わないことにします。

ｄ．受益者は、受託銀行に対し、信託法第37条第2項に定める書類または電磁的記録の作成に欠くことの

できない情報その他の信託に関する重要な情報および当該受益者以外の者の利益を害するおそれ

のない情報を除き、信託法第38条第1項に定める閲覧または謄写の請求をすることはできないもの

とします。

ｅ．この信託の受益者は、委託会社または受託銀行に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことは

できません。

(a）他の受益者の氏名または名称および住所

(b）他の受益者が有する受益権の内容

⑤受託銀行による資金の立替え

ａ．投資信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行または株式割当がある場合で、委託

会社の申出があるときは、受託銀行は資金の立替えをすることができます。

ｂ．投資信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式

の配当金およびその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるときは、

受託銀行がこれを立替えて投資信託財産に繰入れることができます。
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ｃ．立替金の決済および利息については、受託銀行と委託会社との協議によりそのつど別にこれを定め

ます。

⑥委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い

ａ．委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、当ファンドの投資信託契約

に関する事業を譲渡することがあります。

ｂ．委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、当ファンドの

投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。

⑦公告

委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。

⑧投資信託約款に関する疑義の取扱い

当ファンドの投資信託約款の解釈について疑義を生じたときは、委託会社と受託銀行との協議により定

めます。

⑨混蔵寄託

金融機関または第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取

引業を行う者および外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下⑨にお

いて同じ。）から、売買代金および償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した

外国において発行された譲渡性預金証書またはコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関または第一種

金融商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関または第一種金融商品取引業者等

の名義で混蔵寄託できるものとします。

⑩投資信託財産の登記等および記載等の留保等

ａ．信託の登記または登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記または登録をする

こととします。ただし、受託銀行が認める場合は、信託の登記または登録を留保することがありま

す。

ｂ．前記ａ．ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社または受託銀行が必要と認めると

きは、速やかに登記または登録をするものとします。

ｃ．投資信託財産に属する旨の記載または記録をすることができる投資信託財産については、投資信託

財産に属する旨の記載または記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管

理するものとします。ただし、受託銀行が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分別し

て管理することがあります。

ｄ．動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算を明

らかにする方法により分別して管理することがあります。

⑪信託事務の委託

ａ．受託銀行は、信託法第28条第1号に基づく信託事務の委託として、この信託に関する信託事務の処理

の一部について、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第1条第1項の規定による信託業務の兼

営の認可を受けた一の金融機関（受託者の利害関係人（金融機関の信託業務の兼営等に関する法

律第2条第1項にて準用する信託業法第29条第2項第1号に規定する利害関係人をいいます。以下同

じ。）を含みます。）と信託契約を締結し、これを委託することができます。

ｂ．前記ａ．における利害関係人に対する業務の委託については、受益者の保護に支障を生じることが

ない場合に行うものとします。

⑫利害関係人等との取引等

ａ．受託銀行は、受益者の保護に支障を生じることがないものであり、かつ信託業法、投資信託及び投資

法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託会社の指図により、受託銀行（第三

者との間において投資信託財産のためにする取引その他の行為であって、受託銀行が当該第三者の

代理人となって行うものを含みます。）および受託銀行の利害関係人、後記⑬ａ．に定める信託業

務の委託先およびその利害関係人または受託銀行における他の投資信託財産との間で、前記「第二

部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２投資方針 (2）投資対象」に掲げる資産への投資等ならび

に前記「第二部ファンド情報 第１ファンドの状況 ２　投資方針 (5）投資制限」⑨から⑬、⑮およ

び⑯、有価証券売却等および当該売却代金等に係る再投資における委託会社の指図による取引その
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他これらに類する行為を行うことができます。 

ｂ．受託銀行は、受託銀行がこの信託の受託銀行としての権限に基づいて信託事務の処理として行うこ

とができる取引その他の行為について、受託銀行または受託銀行の利害関係人の計算で行うことが

できるものとします。なお、受託銀行の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う場合も同様とし

ます。

ｃ．委託会社は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場

合には、投資信託財産と、委託会社、その取締役、執行役および委託会社の利害関係人等（金融商品

取引法第31条の4第5項および同条第6項に規定する親法人等又は子法人等をいいます。）または委

託会社が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、前記「第二部ファンド情報 第１ファンド

の状況 ２投資方針 (2）投資対象」に定める資産への投資等ならびに前記「第二部ファンド情報 

第１ファンドの状況 ２投資方針 (5）投資制限」⑨から⑬、⑮および⑯、有価証券売却等および当

該売却代金等に係る再投資における委託会社の指図による取引その他これらに類する行為を行う

ことの指図をすることができ、受託銀行は、委託会社の指図により、当該投資等ならびに当該取引お

よび当該行為を行うことができます。

ｄ．前記ａ．からｃ．の場合、委託会社および受託銀行は、受益者に対して信託法第31条第3項および同

法第32条第3項の通知は行いません。

⑬信託業務の委託等

ａ．受託銀行は、委託会社と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第1項に定める信託

業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託銀行の利害関係人を含

みます。）を委託先として選定します。

(a）委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと

(b）委託先の委託業務に係る実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると認められる

こと

(c）委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等の管理

を行う体制が整備されていること

(d）内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること

ｂ．受託銀行は、前記ａ．に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が前記ａ．に掲げる基準に

適合していることを確認するものとします。

ｃ．前記ａ．およびｂ．にかかわらず、受託銀行は、次に掲げる業務を、受託銀行および委託会社が適当

と認める者（受託銀行の利害関係人を含みます。）に委託することができるものとします。

(a）投資信託財産の保存に係る業務

(b）投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業務

(c）委託会社のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のために必

要な行為に係る業務

(d）受託銀行が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為

⑭関係法人との契約の更新に関する手続き

ａ．販売会社との「投資信託受益権の取扱い等に関する契約書」（別の名称で同様の権利義務関係を

規定する契約を含みます。）に係る契約の有効期間は、契約締結の日から１年間とします。ただし、

期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社のいずれからも別段の意思表示のないときは、自動

的に１年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。ただし、期間

中において、必要のあるときは、契約の一部を変更することができるものとします。

ｂ．投資顧問会社との「投資助言契約」に係る契約の有効期間は、契約締結の日から、当ファンドの信

託の終了する日までとします。ただし、期間中において、必要のあるときは、契約の一部を変更する

ことができるものとします。

ｃ．前記ａ．、ｂ．の契約の一部を変更する場合、その変更の内容が重大であるものに関しては、有価証

券届出書の訂正届出書または臨時報告書を提出することにより開示します。
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２【受益者の権利等】

 

当ファンドの投資信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込

者とし、分割された受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。委託会社は、当初設定

に係る信託の受益権については100万口に、追加信託によって生じた受益権については、これを追加信託の

つど追加口数に、それぞれ均等に分割します。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差

異を生じることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。

 

（１）収益分配金に対する請求権

受託銀行が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎計算期間終了日の翌

営業日に、収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、別に定める契約に基づき、受益

者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受

益権は、投資信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録されます。

（注）「別に定める契約」とは、自動けいぞく投資約款（別の名称で同様の権利義務関係を規定する契

約を含みます。）にしたがって、取得申込者と販売会社が締結する契約のことをいいます。

 

（２）償還金に対する請求権

①償還金は、信託終了日後１ヵ月以内の委託会社の指定する日（原則として償還日から起算して５営業

日目）から信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託

終了日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以

前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受

益権については原則として取得申込者とします。）に支払います。なお、当該受益者は、その口座が開

設されている振替機関等に対して委託会社がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償還に係る受

益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に

おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。

②受益者が償還金について、前記①の支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利

を失い、受託銀行から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。

 

（３）一部解約の実行の請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に１口単位をもって一部解約の実行を請求すること

ができます。詳細については、前記「第２手続等 ２換金（解約）手続等」をご参照ください。

 

（４）反対者の買取請求権

①前記「１資産管理等の概要（５）その他 ①信託の終了ａ．投資信託契約の解約」の投資信託契約の

解約または「②投資信託約款の変更等」の重大な約款の変更等を行う場合には、書面決議において当

該解約または重大な約款の変更等に反対した受益者は、販売会社を経由して、受託銀行に対し、自己に

帰属する受益権を、投資信託財産をもって買取るべき旨を請求することができます。

②前記①の買取請求の事務取扱い等については、委託会社と受託銀行との協議により定めます。

 

（５）受益者集会

受益者集会は開催しません。

 

 

第４【ファンドの経理状況】
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当ファンドは、平成22年６月16日から運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。

当ファンドの監査はあらた監査法人が行います。

当ファンドの財務諸表は、計算期間毎（信託終了日以降を除きます。）に作成する有価証券報告書に記載さ

れます。

 

１【財務諸表】

該当する記載事項はありません。

 

（１）【貸借対照表】

該当事項はありません。

 

（２）【損益及び剰余金計算書】

該当事項はありません。

 

（３）【注記表】

該当事項はありません。

 

（４）【附属明細表】

該当事項はありません。

 

２【ファンドの現況】

該当する記載事項はありません。

 
 

 

第５【設定及び解約の実績】
 

当ファンドは、平成22年６月16日から運用を開始する予定であり、該当する記載事項はありません。
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第四部【特別情報】
 

第１【委託会社等の概況】
 

１【委託会社等の概況】

（１）資本金の額

平成22年３月末現在の資本金の額：219百万円

会社が発行する株式総数：30,000株

発行済株式総数　　　　： 7,360株

過去５年間における主な資本金の額の増減：平成19年３月　 29百万円増加、

平成20年３月　120百万円増加

 

（２）委託会社等の機構

取締役会はその決議によって委託会社の経営に関するすべての重要事項並びに法令もしくは定款に

よって定められた事項を決定します。

３名以上の取締役が、株主総会の決議によって選任されます。取締役の選任は、法令または会社定款に別

段の定めがない限り、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主またはその代

理人が出席し、その議決権の過半数をもってこれを行います。なお、取締役の選任は、累積投票によらな

いものとします。

取締役の任期は選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時

までとし、補欠または増員のために選任された取締役の任期は、他の取締役の残存任期と同一とします。

取締役会は、その決議によって代表取締役１名以上を選定します。また、その決議によって役付取締役１

名以上を定めることができます。

取締役会を招集するには、各取締役に対し、会日の少なくとも１週間前に招集通知を発します。ただし、

取締役全員の同意を得て、招集期間を短縮しまたは招集手続を省略することができます。法令に別段の

定めがある場合を除き、取締役会は代表取締役の１名が招集し、議長となります。代表取締役のいずれに

も事故ある場合には、予め取締役会の決議によって定められた順序に従って他の取締役がこの任にあた

ります。

法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数が

出席のうえ、出席取締役の過半数の議決によって行います。

 

①委託会社の運用体制
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②委託会社の内部管理および意思決定を監督する組織等

 

 

※前記の運用体制等は平成22年３月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

 

 

２【事業の内容及び営業の概況】

 

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行っ

ています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。

委託会社は、1875年に設立された米プルデンシャル保険を中核とする大手総合金融グループの一員です。

グループ全体の運用資産は約64兆円（6,933億米ドル、円換算レート１米ドル＝93.44円、平成22年３月末

現在）にのぼります。50カ国を超える投資実績を持つグループの運用部門は、ポートフォリオ・マネー

ジャーとアナリストを世界に配し、グローバルな運用を行っています。

なお、平成22年３月末現在、委託会社が運用を行っている証券投資信託（親投資信託は除きます。）は30

本、純資産総額の合計金額は約150,710百万円です。以下はその種類別の内訳です。

追加型株式投資信託 22本

単位型株式投資信託 5本

追加型公社債投資信託 0本

単位型公社債投資信託 3本
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３【委託会社等の経理状況】

 

１．委託会社の財務諸表は、第２期事業年度（平成19年４月１日から平成20年３月31日まで）について

は、改正前の「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下

「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定により、改正前の「金融商品取引業等に関

する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて、第３期事業年度（平成20年４月１日から平

成21年３月31日まで）については、改正後の「財務諸表等規則」並びに同規則第２条の規定により、

改正後の「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成して

おります。

 

　財務諸表に記載している金額については、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

 

　委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年

大蔵省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第38条及び第57条に基づき

「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年内閣府令第52号）に基づいて作成しております。

 

２．委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２期事業年度（平成19年４月１

日から平成20年３月31日まで）及び第３事業年度（平成20年４月１日から平成21年３月31日まで）

の財務諸表について、あらた監査法人により監査を受けております。

 

　委託会社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第４期中間会計期間（平成21年４

月１日から平成21年９月30日まで）の中間財務諸表について、あらた監査法人により中間監査を受け

ております。
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（１）【貸借対照表】

  （単位：千円）

 
第２期

（平成20年３月31日）
第３期

（平成21年３月31日）

（資産の部）   

流動資産   

現金及び預金 580,833 566,861

前払費用 21,591 27,265

未収入金 5,503 2,889

立替金 3,278 3,091

未収委託者報酬 71,780 62,010

未収運用受託報酬 646,780 631,272

未収収益 125,035 150,819

繰延税金資産 29,814 16,531

その他流動資産 － 162

流動資産計 1,484,618 1,460,903

   

固定資産   

有形固定資産 78,445 67,402

建物附属設備 57,654 48,211

器具備品 20,791 19,191

   

無形固定資産 13,236 22,813

ソフトウェア 13,236 22,813

   

投資その他の資産 29,097 3,496

投資有価証券 2,687 2,086

長期差入保証金 26,410 1,410

固定資産計 120,779 93,711

資産合計 1,605,397 1,554,614
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  （単位：千円）

 
第２期

（平成20年３月31日）
第３期

（平成21年３月31日）

（負債の部）   

流動負債   

未払金 30,376 21,254

未払手数料 26,904 21,150

その他未払金 3,471 103

未払費用 593,118 540,215

未払法人税等 101,069 64,219

未払消費税等 61,004 13,653

預り金 45,338 8,051

賞与引当金 20,338 21,026

役員賞与引当金 3,000 2,500

流動負債計 854,245 670,920

   

固定負債   

長期未払費用 13,453 22,805

退職給付引当金 107,253 141,403

役員退職慰労引当金 － 2,942

繰延税金負債 － 2,516

固定負債計 120,707 169,667

負債合計 974,953 840,587
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  （単位：千円）

 
第２期

（平成20年３月31日）
第３期

（平成21年３月31日）

（純資産の部）   

株主資本   

資本金 219,000 219,000

資本剰余金 149,000 149,000

資本準備金 149,000 149,000

利益剰余金 262,756 346,390

その他利益剰余金 262,756 346,390

繰越利益剰余金 262,756 346,390

株主資本合計 630,756 714,390

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △312 △363

評価・換算差額等合計 △312 △363

純資産合計 630,444 714,027

負債・純資産合計 1,605,397 1,554,614
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（２）【損益計算書】

  （単位：千円）

 
第２期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

営業収益   

委託者報酬 526,041 427,348

運用受託報酬 2,200,493 2,210,886

その他の収益 246,023 218,766

営業収益計 2,972,557 2,857,001

営業費用   

支払手数料 210,297 148,519

広告宣伝費 565 8

受益証券発行費 720 341

調査費 1,365,049 1,383,556

調査費 161,900 164,579

委託調査費 1,201,854 1,218,042

図書費 1,294 934

営業雑経費 34,021 33,837

通信費 4,555 5,022

印刷費 25,776 23,267

協会費 2,895 4,345

諸会費 793 1,201

営業費用計 1,610,654 1,566,263
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  （単位：千円）

 
第２期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

一般管理費   

給料 568,203 640,754

役員報酬 23,179 22,015

給料・手当 469,624 525,786

賞与 － 300

賞与引当金繰入 68,399 82,652

役員賞与引当金繰入 7,000 10,000

福利厚生費 75,681 92,589

交際費 2,389 3,582

旅費交通費 22,269 25,012

水道光熱費 8,347 8,768

租税公課 8,358 9,358

不動産賃借料 106,121 125,920

退職給付費用 46,395 35,975

役員退職慰労引当金繰入 405 2,942

退職金 40,160 343

募集費 43,201 18,210

固定資産減価償却費 19,134 18,951

業務委託費 31,725 16,089

専門家報酬 40,510 28,428

消耗器具備品費 10,413 8,407

修繕維持費 4,909 5,680

諸経費 11,802 12,979

一般管理費計 1,040,031 1,053,993

営業利益 321,871 236,744
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  （単位：千円）

 
第２期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

営業外収益   

受取利息 918 810

為替差益 390 －

その他営業外収益 － 655

営業外収益計 1,310 1,466

営業外費用   

為替差損 － 798

投資有価証券売却損 639 －

投資有価証券評価損 － 549

その他営業外費用 300 878

営業外費用計 939 2,227

経常利益 322,241 235,982

特別利益   

関係会社費用調整益 － 5,217

特別利益計 － 5,217

特別損失   

過年度関係会社費用調整損 － 6,060

過年度減価償却累計額修正損 － 3,094

特別損失計 － 9,154

税引前当期純利益 322,241 232,045

法人税、住民税及び事業税 144,477 114,007

過年度法人税等修正額 △15,321 18,605

法人税等調整額 △2,227 15,799

当期純利益 195,313 83,634
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（３）【株主資本等変動計算書】

  （単位：千円）

 
第２期

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

第３期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

株主資本

 資本金 前期末残高 99,000 219,000

  当期変動額　新株の発行 120,000 －

  当期末残高 219,000 219,000

 資本剰余金

 資本準備金 前期末残高 29,000 149,000

  当期変動額　新株の発行 120,000 －

  当期末残高 149,000 149,000

 資本剰余金合計 前期末残高 29,000 149,000

  当期変動額 120,000 －

  当期末残高 149,000 149,000

 利益剰余金

 その他利益剰余金

 繰越利益剰余
金
 

前期末残高 67,443 262,756

 当期変動額　当期純利益 195,313 83,634

  当期末残高 262,756 346,390

 利益剰余金合計 前期末残高 67,443 262,756

  当期変動額 195,313 83,634

  当期末残高 262,756 346,390

 株主資本合計 前期末残高 195,443 630,756

  当期変動額 435,313 83,634

  当期末残高 630,756 714,390
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  （単位：千円）

 
第２期

(自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日)

第３期
(自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日)

評価・換算差額等

 その他有価証券
評価差額金
 

前期末残高 － △312

 当期変動額　（純額） △312 △51

  当期末残高 △312 △363

 評価・換算差額
等合計
 

前期末残高 － △312

 当期変動額 △312 △51

  当期末残高 △312 △363

純資産合計 前期末残高 195,443 630,444

  当期変動額 435,000 83,583

  当期末残高 630,444 714,027
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重要な会計方針

項目
第２期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

１．有価証券の評価基準

及び評価方法

その他有価証券 その他有価証券

時価のあるもの 同左

 決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）を採用

しております。

 

２．固定資産の減価償却

方法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産

定率法によっております。 定率法によっております。

 （会計方針の変更）

法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以

降に取得した有形固定資産につ

いて、改正後の法人税法に基づ

く減価償却の方法に変更してお

ります。これに伴う営業利益、経

常利益及び税引前当期純利益に

与える影響額は軽微でありま

す。

 

 (2）無形固定資産 (2）無形固定資産

 ソフトウェア（自社利用）につ

いては、社内における利用可能

期間（５年）による定額法、そ

れ以外の無形固定資産について

は、５年間にわたる定額法を採

用しております。

同左

３．外貨建の資産及び負

債の本邦通貨への換

算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

す。

同左

４．引当金の計上基準 (1）賞与引当金 (1）賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備

えるため、次回支給見込み額の

うち当会計期間対応分を計上し

ております。

同左

 (2）役員賞与引当金 (2）役員賞与引当金

 役員に対する賞与の支給に備え

るため、次回支給見込み額のう

ち当会計期間対応分を計上して

おります。

同左
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項目
第２期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 (3）退職給付引当金 (3）退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき当会

計期間末において発生している

と認められる額を計上しており

ます。

なお、当社は従業員数300人未満

の企業に該当することから、簡

便法を適用し、退職一時金制度

について退職給付に係る期末自

己都合要支給額を退職給付債務

とする方法によっております。

同左

 (4）役員退職慰労引当金 (4）役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備え

るため、内規に基づき当会計期

間末において発生していると認

められる額を計上しておりま

す。

同左

５．繰延資産の処理方法 株式交付費は支出時に全額費用処理

しております。

－
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項目
第２期

（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

６．リース物件の処理方

法

リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナ

ンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に準じた会計処理に

よっております。

所有権移転外ファイナンス・リース

取引については、従来、賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より

「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針

第16号（平成６年１月18日（日本公

認会計士協会会計制度委員会）、平

成19年３月30日改正））が適用され

たことに伴い、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によってお

ります。なお、リース取引開始日が適

用初年度開始前の所有権移転外ファ

イナンス・リース取引については、

引き続き通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理を適用しており

ます。これによる営業利益、経常利益

及び税引前当期純利益に与える影響

額はありません。

７．その他財務諸表作成

のための基本となる

事項

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式

によっており、控除対象外消費税

等は当期の費用として処理してお

ります。

同左

 

追加情報

第２期
（自　平成19年４月１日
至　平成20年３月31日）

第３期
（自　平成20年４月１日
至　平成21年３月31日）

 株主移動

 弊社株主のPrudential Investment Management

（Japan）Inc.は、平成20年12月９日をもって事業

を閉鎖いたしました。その所有している弊社株式

4,800株は、平成20年12月16日をもってその残余財

産の一部として親会社であるPrudential

International Investments Corporationに引き

受けをされました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第２期
（平成20年３月31日）

第３期
（平成21年３月31日）

＊１　関係会社項目 ＊１　関係会社項目

　

未払費用 21,385千円 

長期未払費用 13,453千円 

　

　

未払費用 35,243千円 

長期未払費用 22,805千円 

　
　

＊２　減価償却累計額  30,381千円

有形固定資産   

建物附属設備 10,801千円  

器具備品 14,484千円  

　

　

＊２　減価償却累計額  42,089千円

有形固定資産   

建物附属設備 20,244千円  

器具備品 21,845千円  

　

 

（損益計算書関係）

第２期
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

第３期
自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

＊１　関係会社項目 ＊１　関係会社項目

　

福利厚生費 25,972千円 

　

　

福利厚生費 25,165千円 

　
　

＊２　減価償却実施額  19,134千円

有形固定資産 15,479千円  

無形固定資産 3,654千円  

　

　

＊２　減価償却実施額  18,951千円

有形固定資産 13,709千円  

無形固定資産 5,241千円  
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（株主資本等変動計算書関係）

第２期
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当期首 当期増加 当期減少 当期末

（株） （株） （株） （株）

普通株式 2,560 4,800 － 7,360

（変動事由の概要）

増加数の内訳は以下の通りであります。

第３者割当増資に伴う新株の発行による増加　　　4,800株

 

第３期
自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

発行済株式の種類及び総数に関する事項

株式の種類
当期首 当期増加 当期減少 当期末

（株） （株） （株） （株）

普通株式 7,360 － － 7,360
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（リース取引関係）

第２期
平成20年３月31日現在

第３期
平成21年３月31日現在

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引（借主

側）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引（借主

側）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計

額相当額、減損損失累計額相当額及び期末残

高相当額

　

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 9,3692,0547,315

合計 9,3692,0547,315

　

　

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 9,3694,2295,139

合計 9,3694,2295,139

　

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額等

未経過リース料期末残高相当額等 未経過リース料期末残高相当額等

　

１年内 2,122千円

１年超 5,310千円

合計 7,433千円

　

　

１年内 2,198千円

１年超 3,112千円

合計 5,310千円

　

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、

減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

　

支払リース料 2,040千円

減価償却費相当額 1,894千円

支払利息相当額 235千円

　

　

支払リース料 2,343千円

減価償却費相当額 2,175千円

支払利息相当額 220千円

　

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。

リース料総額とリース物件の取得価額相当額

との差額を利息相当額とし、各期への配分方

法については、利息法によっております。

（減損損失について） （減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。 リース資産に配分された減損損失はありません。
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（有価証券関係）

第２期
平成20年３月31日現在

第３期
平成21年３月31日現在

その他有価証券で時価のあるもの その他有価証券で時価のあるもの

 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

　

区分
取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

その他 3,0002,687△312

合計 3,0002,687△312

　

　

区分
取得原価
（千円）

貸借対照
表計上額
（千円）

差額
（千円）

その他 2,4502,086△363

合計 2,4502,086△363

　

当事業年度中に売却したその他有価証券

　

売却額（千円） 1,360

売却益の合計額（千円） 6

売却損の合計額（千円） 646

　

　表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額で

あります。なお、当事業年度において、有価証券に

ついて549千円（その他有価証券で時価のある投

資信託受益証券549千円）減損処理を行っており

ます。

　なお、減損処理にあたっては、期末における時価

が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て

減損処理を行っております。

 

（退職給付関係）

第２期
平成20年３月31日現在

第３期
平成21年３月31日現在

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要

当社は確定給付型の制度として、退職一時金

制度を採用しております。

当社は確定給付型の制度として、退職一時金

制度を採用しております。

２．退職給付債務及びその内訳 ２．退職給付債務及びその内訳

　

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 137,766

(2）退職給付引当金 107,253

未払費用 27,041

その他未払金 3,471

　

　

 （単位：千円）

(1）退職給付債務 141,507

(2）退職給付引当金 141,403

未払費用 －

その他未払金 103

　

３．退職給付費用の内訳 ３．退職給付費用の内訳

　

 （単位：千円）

勤務費用 86,961

　

　

 （単位：千円）

勤務費用 36,318
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（税効果会計関係）

第２期
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

第３期
自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

１．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別内訳

　

繰延税金資産   

未払事業税 8,065千円

未払費用 15,567千円

賞与引当金 8,275千円

長期未払費用 5,474千円

退職給付引当金 3,941千円

その他 421千円

繰延税金資産小計 41,746千円

評価性引当額 △9,415千円

繰延税金資産合計 32,331千円

繰延税金負債   

負債調整勘定 △2,516千円

繰延税金負債合計 △2,516千円

繰延税金資産の純額 29,814千円

　

　

繰延税金資産   

未払事業税 5,347千円

未払費用 4,994千円

賞与引当金 8,555千円

長期未払費用 8,687千円

退職給付引当金 35,705千円

その他 4,703千円

繰延税金資産小計 67,993千円

評価性引当額 △48,946千円

繰延税金資産合計 19,047千円

繰延税金負債   

負債調整勘定 △5,032千円

繰延税金負債合計 △5,032千円

繰延税金資産の純額 14,014千円

　

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異原因

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等

の負担率との差異原因

　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税

率の負担率との間の差異が法定実効税率の

100分の５以下であるため注記を省略してお

ります。

　

法定実効税率 40.7％

（調整）   

交際費等永久に損金に算
入されない項目

4.3％

評価性引当額 17.0％

その他 1.9％

税効果会計適用後の法人税
等の負担率

64.0％
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（関連当事者情報）

第２期（自平成19年４月１日　至平成20年３月31日）

(1）親会社及び主要法人株主等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有〔被所
有〕割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社
Prudential
Financial Inc

Broad
Street,
Newark,New
Jersey,USA

23,457
百万
米ドル

金融業
［被所有］
間接100％

ストックオ
プション行
使コスト等

福利厚生費 24,503未払費用 21,385

制限株式費
用

福利厚生費 1,469
長期未払費
用

13,453

親会社

プルデンシャル
・インベストメ
ント・マネジメ
ント・ジャパン
・インク

東京都千代
田区永田町

155
百万円

持株会社
［被所有］
直接65％

未払金支払
事業譲受未
払金の支払

381,272－ －

 

(2）兄弟会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有〔被所
有〕割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社の
子会社

プルデンシャル
生命保険株式会
社

東京都千代
田区永田町

20,000
百万円

保険業 無し

投資顧問契
約

運用受託報
酬の受取
（注１）

697,594
未収運用受
託報酬

198,562

不動産賃貸
借契約

本社家屋の
賃貸借
（注２）

104,648前払費用 10,888

親会社の
子会社

ジブラルタ生命
保険株式会社

東京都千代
田区永田町

50,000
百万円

保険業 無し
投資顧問契
約

運用受託報
酬の受取
（注１）

1,275,665
未収運用受
託報酬

413,367

親会社の
子会社

Prudential
Investment
Management Inc

McCarter
Highway
&Market
Street,New
ark,New
Jersey,USA

108.5
百万
米ドル

投信・投資
顧問業

無し
投資顧問業
務の再委託
契約等

投資顧問報
酬の支払
（注１）

1,026,054未払費用 476,664

親会社の
子会社

Jennison
AssociatesLLC

Lexington
Ave,
New York,
NewYork,
USA

67.6
百万
米ドル

投資顧問業 無し
投資顧問業
務の再委託
契約等

投資顧問報
酬の支払
（注１）

50,446未払費用 11,009

親会社の
子会社

Pramerica
Asset
Management Inc

McCarter
Highway
&Market
Street,New
ark,New
Jersey,USA

11.7
百万
米ドル

投資顧問業 無し
サービス契
約

サービス料 246,023未収収益 125,035

親会社の
子会社

Quantitative
Management
Associates

McCarter
Highway
&Market
Street,New
ark,New
Jersey,USA

22.1
百万
米ドル

投信・投資
顧問業

無し
投資顧問業
務の再委託
契約等

投資顧問報
酬の支払
（注１）

13,061未払費用 9,788

取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注１）運用受託者報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各

社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

（注２）賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて賃借料金額を決定しております。
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第３期（自平成20年４月１日　至平成21年３月31日）

（追加情報）

　当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号　平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号　平成18年10月17日）を適

用しております。

　なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。

(1）親会社及び法人主要株主等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有〔被所
有〕割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社
Prudential
Financial,Inc.

Broad
Street,
Newark,New
Jersey,USA

604
百万
米ドル

金融サービ
ス業

［被所有］
間接100％

親会社株式
によるス
トック・オ
プション等
（注１）

福利厚生費 33,511

未払費用 34,532

長期未払費
用

22,805

 

(2）兄弟会社等

種類 会社等の名称 所在地
資本金又
は出資金

事業の内容
議決権等の
所有〔被所
有〕割合

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）

親会社の
子会社

プルデンシャル
生命保険株式会
社

東京都千代
田区永田町

29,000
百万円

生命保険業 無し
投資顧問契
約

運用受託報
酬の受取
（注２）

663,974
未収運用受
託報酬

176,898

親会社の
子会社

ジブラルタ生命
保険株式会社

東京都千代
田区永田町

54,000
百万円

生命保険業 無し
投資顧問契
約

運用受託報
酬の受取
（注２）

1,362,981
未収運用受
託報酬

424,582

親会社の
子会社

Prudential
Investment
Management,
Inc.

Mulberry 
Street
Gateway
Center
Three,
Newark,New
Jersey,USA

100
米ドル

投信・投資
顧問業

無し

投資顧問業
務の再委託
契約等

投資顧問報
酬の支払
（注２）

1,158,760未払費用 448,786

サービス契
約

サービス料 218,766未収収益 150,819

　上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。

取引の条件及び取引条件の決定方針等

（注１）親会社株式によるストック・オプション等とは、前期におけるストック・オプション行使コスト等及

び制限株式費用と同様の内容であります。

（注２）運用受託者報酬及び投資顧問報酬の収受については、各ファンドの契約毎に契約運用資産に対する各

社の運用資産の割合に応じた一定の比率により決定しております。

２．親会社に関する注記

Prudential Financial,Inc.（ニューヨーク証券取引所に上場）

Prudential International Investments Corporation
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（１株当たり情報）

第２期
自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

第３期
自平成20年４月１日
至平成21年３月31日

　

１株当たり純資産額 85,658円

１株当たり当期純利益 74,377円

損益計算書上の当期純利益 195,313千円

１株当たり当期純利益の算定に用い
られた普通株式に係る当期純利益

195,313千円

差額 －千円

期中平均株式数・普通株式 2,626株

　

　

１株当たり純資産額 97,014円

１株当たり当期純利益 11,363円

損益計算書上の当期純利益 83,634千円

１株当たり当期純利益の算定に用い
られた普通株式に係る当期純利益

83,634千円

差額 －千円

期中平均株式数・普通株式 7,360株

　

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。

 

 

　　次へ
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中間財務諸表

(1）中間貸借対照表

 （単位：千円）

 
第４期中間会計期間末
（平成21年９月30日）

資産の部   

流動資産   

現金及び預金  671,971

前払費用  24,763

未収入金  3,149

立替金  4,727

未収委託者報酬  71,957

未収運用受託報酬  704,592

未収収益  83,048

繰延税金資産  47,711

その他流動資産  391

流動資産合計  1,612,312

固定資産   

有形固定資産   

建物附属設備  45,383

器具備品  16,777

有形固定資産合計  62,160

無形固定資産  22,121

投資その他の資産  1,410

固定資産合計  85,691

資産合計  1,698,004
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 （単位：千円）

 
第４期中間会計期間末
（平成21年９月30日）

負債の部   

流動負債   

未払金  23,645

未払費用  454,751

未払法人税等  115,371

未払消費税等  16,513

預り金  8,895

賞与引当金  81,678

役員賞与引当金  9,000

流動負債合計  709,856

固定負債   

長期未払費用  28,203

退職給付引当金  166,314

役員退職慰労引当金  3,993

繰延税金負債  1,258

固定負債合計  199,769

負債合計  909,626

   

純資産の部   

株主資本   

資本金  219,000

資本剰余金   

資本準備金  149,000

資本剰余金合計  149,000

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  420,377

利益剰余金合計  420,377

株主資本合計  788,377

純資産合計  788,377

負債純資産合計  1,698,004
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(2）中間損益計算書

 （単位：千円）

 
第４期中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

営業収益   

委託者報酬  189,469

運用受託報酬  1,131,482

その他の収益  56,873

営業収益合計  1,377,826

営業費用及び一般管理費  1,250,433

営業利益  127,392

営業外収益   

受取利息  118

為替差益  1,915

その他営業外収益  321

営業外収益合計  2,355

営業外費用   

投資有価証券売却損  153

営業外費用合計  153

経常利益  129,594

特別利益   

過年度関係会社費用調整益  23,922

特別利益合計  23,922

税引前中間純利益  153,517

法人税、住民税及び事業税  111,967

法人税等調整額  △32,437

法人税等合計  79,530

中間純利益  73,987
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(3）中間株主資本等変動計算書

 （単位：千円）

 
第４期中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

株主資本   

資本金   

前期末残高  219,000

当中間期変動額   

当中間期変動額合計  －

当中間期末残高  219,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高  149,000

当中間期変動額   

当中間期変動額合計  －

当中間期末残高  149,000

資本剰余金合計   

前期末残高  149,000

当中間期変動額   

当中間期変動額合計  －

当中間期末残高  149,000
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 （単位：千円）

 
第４期中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高  346,390

当中間期変動額   

中間純利益  73,987

当中間期変動額合計  73,987

当中間期末残高  420,377

利益剰余金合計   

前期末残高  346,390

当中間期変動額   

中間純利益  73,987

当中間期変動額合計  73,987

当中間期末残高  420,377

株主資本合計   

前期末残高  714,390

当中間期変動額   

中間純利益  73,987

当中間期変動額合計  73,987

当中間期末残高  788,377
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 （単位：千円）

 
第４期中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高  △363

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当
中間期変動額（純額）

 363

当中間期変動額合計  363

当中間期末残高  －

評価・換算差額等合計   

前期末残高  △363

当中間期変動額   

株主資本以外の項目の当
中間期変動額（純額）

 363

当中間期変動額合計  363

当中間期末残高  －

純資産合計   

前期末残高  714,027

当中間期変動額   

中間純利益  73,987

株主資本以外の項目の当中
間期変動額（純額）

 363

当中間期変動額合計  74,350

当中間期末残高  788,377
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

 
第４期中間会計期間

（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

１．有価証券の評価基準及び評価方法 その他有価証券

 時価のあるもの

 中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に

より算定）を採用しております。

２．固定資産の減価償却方法 (1）有形固定資産（リース資産を除く）

 定率法によっております。

 (2）無形固定資産（リース資産を除く）

 ソフトウェア（自社利用）については、社内における利

用可能期間（５年）による定額法、それ以外の無形固定

資産については、５年間にわたる定額法を採用しており

ます。

 (3）リース資産

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、全

てリース取引開始日が平成20年３月31日以前のリース取

引であるため、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。

３．引当金の計上基準 (1）賞与引当金

 従業員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込

み額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。

 (2）役員賞与引当金

 役員に対する賞与の支給に備えるため、次回支給見込み

額のうち当中間会計期間対応分を計上しております。

 (3）退職給付引当金

 従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における

退職給付債務の見込額に基づき当中間会計期間末におい

て発生していると認められる額を計上しております。

なお、当社は従業員数300人未満の企業に該当することか

ら、簡便法を適用し、退職一時金制度について退職給付に

係る当中間会計期間末自己都合要支給額を退職給付債務

とする方法によっております。

 (4）役員退職慰労引当金

 役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づき当

中間会計期間において発生していると認められる額を計

上しております。

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。

５．その他中間財務諸表作成のための

基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外

消費税等は当期の費用として処理しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

第４期中間会計期間末
（平成21年９月30日）

＊１　減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48,185千円

有形固定資産

建物附属設備　　　　　　　　　　　　23,072千円

器具備品　　　　　　　　　　　　　　25,113千円

＊２　消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、未払消費税等として表示しております。

 

（中間損益計算書関係）

第４期中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

＊１　減価償却実施額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,388千円

有形固定資産　　　　　　　　　　　　 6,096千円

無形固定資産　　　　　　　　　　　　 3,292千円

 

（中間株主資本等変動計算書関係）

第４期中間会計期間（自　平成21年４月１日　至　平成21年９月30日）

発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式
数（株）

当中間会計期間増
加株式数（株）

当中間会計期間減
少株式数（株）

当中間会計期間末
株式数（株）

普通株式 7,360 － － 7,360
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（リース取引関係）

第４期中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引（借主側）

（通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっているもの）

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累計額相当額及び中間期末残高相

当額

　

 
取得価額相当額
（千円）

減価償却累計額相
当額（千円）

中間期末残高相当
額（千円）

器具備品 9,369 5,317 4,051

合計 9,369 5,317 4,051

　

(2）未経過リース料中間期末残高相当額等

未経過リース料中間期末残高相当額等

　

１年内 2,082千円

１年超 2,138千円

合計 4,220千円

　

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

　

支払リース料 1,171千円

減価償却費相当額 1,087千円

支払利息相当額 82千円

　

(4）減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっております。

（減損損失について）

リース資産に配分された減損損失はありません。

 

（有価証券関係）

（単位：千円）

第４期中間会計期間末
（平成21年９月30日）

その他有価証券で時価のあるもの

　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

第４期中間会計期間
（自　平成21年４月１日
至　平成21年９月30日）

　

１株当たり純資産額 107,116円

１株当たり中間純利益 10,052円

損益計算書上の中間純利益 73,987千円

１株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式に係る中間純利益 73,987千円

差額 －千円

期中平均株式数・普通株式 7,360株

　

なお、潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。
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４【利害関係人との取引制限】

 

委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が

禁止されています。

 

（１）自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資

者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないも

のとして内閣府令で定めるものを除きます。)。

 

（２）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは

取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定める

ものを除きます。)。

 

（３）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等

（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関係を有する

法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(４)、(５)において同じ。）又

は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の委託会社と密接な関

係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証

券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこと。

 

（４）委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財

産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

 

（５）上記(３)、(４)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって投資者

の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるもの

として内閣府令で定める行為。

 

５【その他】

（１）定款の変更

定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。

 

（２）訴訟事件その他の重要事項

委託会社および当ファンドに重要な影響を及ぼした事実および重要な影響を及ぼすことが予想される

事実はありません。
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第２【その他の関係法人の概況】
 

１【名称、資本金の額及び事業の内容】

（１）受託銀行

名　　　称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成22年３月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

き信託業務を営んでいます。

 

＜参考＞再信託受託会社の概要

名　　　称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社

資本金の額：51,000百万円（平成22年３月末現在）

業務の概要：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ

き信託業務を営んでいます。

再信託の目的：原投資信託契約に係る信託事務の処理の一部（投資信託財産の管理）を原信託受託会

社（株式会社りそな銀行）から再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行

株式会社）へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管すること

を目的とします。

 

（２）販売会社

名　　　称：株式会社りそな銀行

資本金の額：279,928百万円（平成22年３月末現在）

事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

 

（３）投資顧問会社

名　　　称：クオンティテイティブ・マネジメント・アソシエイツ社

（Quantitative Management Associates LLC）

資本金の額：23,947千米ドル（約2,300百万円、１米ドル＝96.48円、平成21年６月末現在）

事業の内容：同社は、米国証券取引委員会に登録された投資顧問業者であり、米国でミューチュアル

ファンド業務および投資一任業務を行っています。

 

２【関係業務の概要】

（１）受託銀行における関係業務の概要

投資信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の処理の一部につき日本トラスティ・

サービス信託銀行株式会社に委託することができます。

 

（２）販売会社における関係業務の概要

受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部

解約金および償還金の支払い等を行います。

 

（３）投資顧問会社における関係業務の概要

委託会社との投資助言契約に基づき、当ファンドの運用に関する投資助言を行います。
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３【資本関係】

委託会社と上記関係法人間に資本関係はありません。
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第３【その他】
 

(1) 有価証券届出書第一部「証券情報」および第二部「ファンド情報」の主要な内容を要約し、「ファンド

の概要」として、交付目論見書（金融商品取引法第13条第2項第1号に定める事項に関する内容を記載し

た目論見書）の冒頭に記載することがあります。

(2) 交付目論見書の巻末に、投資信託約款を添付することがあります。

(3) 交付目論見書の巻末に、用語解説等を掲載することがあります。

(4) 交付目論見書に請求目論見書（金融商品取引法第13条第2項第2号に定める事項に関する内容を記載し

た目論見書）を添付することがあります。この場合に、目論見書の表紙裏に以下の内容を記載すること

があります。

 　この冊子の前半部分は「ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）」の投資信託説明書（交付目論

見書）、後半部分は「ＰＲＵグッドライフ２０５０（年金）」の投資信託説明書（請求目論見

書）です。

(5) 目論見書の表紙にロゴ・マークおよび図案を採用し、ファンドの形態等を記載することがあります。

(6) 目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。

(7) 目論見書の別称として「投資信託説明書」の名称を使用する場合があります。

(8) 目論見書に委託会社の略称およびサービスマークを使用し、以下の記載をすることがあります。

※“Prudential Financial”および“ロックマーク（The Rock）”は、ザ・プルデンシャル・インシュ

アランス・カンパニー・オブ・アメリカ（本社：米国ニュージャージー州ニューアーク）およびそ

の関連会社のサービスマークです。

※「プルデンシャル・インベストメント」は、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・

ジャパン株式会社の略です。

※英国プルーデンシャル社とはなんら関係はありません。

(9）契約締結前交付書面に記載すべき内容の一部を交付目論見書の冒頭に記載することがあります。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

 

  平成20年６月26日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 澤　口　雅　昭

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成19年４月１日から平成20年

３月31日までの第２期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデン

シャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成20年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 

　（※）　上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。
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独　立　監　査　人　の　監　査　報　告　書

 

 

  平成21年６月22日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 澤　口　雅　昭

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成20年４月１日から平成21年

３月31日までの第３期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書について監査を

行った。この財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から財務諸表に対する意見を表明する

ことにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査

法人に財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。監査は、試査を基礎として

行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財

務諸表の表示を検討することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判

断している。

　当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、プルデン

シャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終

了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 

　（※）　上記は、当社が、独立監査人の監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別

途保管しております。

 

　　次へ
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独　立　監　査　人　の　中　間　監　査　報　告　書

 

 

  平成21年12月25日

プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社   

 

 取締役会　御中  

 

 あ　ら　た　監　査　法　人

 

 
指定社員

業務執行社員
 公認会計士 澤　口　雅　昭

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

げられているプルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年４月１日から平成22年

３月31日までの第４期事業年度の中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）に係る中間財務諸表、す

なわち、中間貸借対照表、中間損益計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。

　当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務

諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないか

どうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の

監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的

な基礎を得たと判断している。

　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し

て、プルデンシャル・インベストメント・マネジメント・ジャパン株式会社の平成21年９月30日現在の財政状態及び同日

をもって終了する中間会計期間（平成21年４月１日から平成21年９月30日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示

しているものと認める。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上

 

 

　（※）　上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しており

ます。
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